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考
察

吉

江

崇

【
要
約
】
　
荷
前
来
貢
幣
は
、
毎
年
一
二
月
に
当
代
の
天
皇
と
関
係
の
深
い
陵
墓
へ
奉
幣
を
行
な
う
祭
祀
で
あ
り
、
天
皇
の
出
御
の
も
と
公
卿
と
侍
従
・
次

侍
従
が
使
と
な
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
荷
前
使
発
達
儀
の
検
討
か
ら
は
、
天
皇
親
祭
の
意
味
合
い
が
強
い
祭
祀
に
公
卿
が
侍
従
的
要
素
を
持
っ
て
奉
仕

し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
山
陵
へ
派
遣
さ
れ
た
公
卿
は
、
自
ら
の
情
報
収
集
と
判
断
で
行
動
し
、
ま
た
次
官
以
下
に
饗
饅
・
禄
を
支
給
し
て
お
り
、
主
催
者

側
の
立
場
と
し
て
山
陵
で
の
儀
式
を
行
な
っ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
て
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
時
期
を
考
え
る
な
ら
ば
、
弘
仁
初
年
に
求
め
る
の
が

最
も
適
当
で
あ
る
。
弘
仁
年
間
は
、
祭
祀
的
一
体
性
に
特
徴
の
あ
っ
た
律
令
祭
祀
か
ら
、
天
皇
の
個
人
的
側
面
が
強
く
現
れ
る
祭
祀
が
成
立
し
て
い
く
時

期
で
あ
り
、
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
は
律
令
天
皇
制
の
農
開
と
い
う
よ
り
大
き
な
視
角
か
ら
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
平
安
初
期
の
律
令
天
皇
制
の
展
開

と
は
、
次
侍
従
制
の
成
立
・
公
卿
鯛
の
確
立
を
背
景
と
し
た
変
化
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
天
皇
は
、
他
の
ど
の
権
門
よ
り
も
先
に
家
的
行
事
を
運
営
し

得
る
強
大
な
家
的
組
織
を
整
備
し
、
こ
う
し
た
展
開
の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
荷
前
姦
悪
幣
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
四
巻
一
号
二
〇
〇
一
年
一
月

荷前別貢幣の成立（吉江）

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
が
最
終
的
な
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
平
安
初
期
に
お
け
る
律
令
天
皇
制
の
展
開
を
意
味
付
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
手
段
と

し
て
荷
前
励
貢
幣
と
い
う
山
陵
祭
祀
の
成
立
を
儀
式
次
第
の
考
察
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
七
世
紀
末
以
降
、
毎
年
一
二
月
吉
日
に
諸
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陵
寮
が
中
心
と
な
っ
て
全
山
陵
に
対
し
て
奉
幣
を
行
な
う
山
陵
祭
祀
（
常
幣
）
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
当
代
の
天
皇
と
の
血
縁
関
係
か
ら
奉
幣

対
象
陵
墓
に
遠
近
の
差
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
初
期
に
は
近
陵
・
豊
平
に
対
し
て
そ
れ
ま
で
の
奉
幣
に
加
え
て
別
洋
装
と
呼
ば
れ

る
祭
杷
が
成
立
す
る
。
欝
欝
幣
は
、
祭
使
（
荷
前
使
）
発
病
の
際
に
天
皇
の
出
御
が
あ
り
、
ま
た
発
遣
さ
れ
る
荷
前
使
が
公
卿
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
政
治
機
構
の
中
枢
が
全
面
的
に
関
与
す
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
律
令
天
皇
制
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
荷
前
別
選
幣
を
取
り
上
げ
る

の
は
、
血
縁
関
係
と
い
う
天
皇
の
人
格
と
密
接
に
関
わ
る
祭
祀
が
、
こ
の
よ
う
に
政
治
機
構
の
中
枢
の
関
与
の
も
と
で
成
立
す
る
こ
と
に
平
安

初
期
の
大
き
な
特
色
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
荷
前
、
特
に
別
貢
幣
に
関
し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
服
藤
早
苗
の
研
究
は
、
儀
式
的
な
特
徴
を
考
察

し
た
上
で
、
別
貢
幣
の
成
立
と
天
皇
家
の
成
立
を
結
び
付
け
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い

る
。
服
藤
の
別
貢
幣
に
関
す
る
見
解
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　
①
荷
前
は
天
皇
親
祭
の
別
貢
幣
と
恩
讐
の
常
幣
と
の
二
つ
の
異
な
る
儀
式
か
ら
な
り
、
別
貢
幣
対
象
陵
墓
は
内
廷
的
性
格
を
持
つ
伊
勢
神
宮
と
同
格
の

　
　
　
重
要
な
国
家
的
祭
祀
対
象
で
あ
っ
た
。

　
　
②
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
「
諸
大
急
」
と
あ
る
こ
と
や
国
忌
と
対
応
す
る
特
別
な
陵
墓
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
中
葉
の
聖
武
朝

　
　
　
頃
に
は
別
貢
幣
の
荷
前
儀
式
が
成
立
し
た
。

　
　
③
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
）
の
国
忌
整
理
は
宗
廟
祭
祀
の
導
入
を
示
す
も
の
で
、
桓
武
は
国
恩
や
別
鷲
尾
対
象
陵
墓
を
自
己
の
直
接
祖
先
に
必
定
し
て

　
　
　
家
の
祖
先
祭
祀
を
創
設
し
、
自
己
の
王
朝
の
正
統
性
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
④
清
和
朝
霧
か
ら
皇
位
の
父
系
直
系
血
縁
原
理
が
定
着
し
、
皇
位
継
承
に
関
わ
る
直
系
祖
先
陵
墓
へ
の
即
位
・
立
太
子
告
文
使
派
遣
が
重
視
さ
れ
、
別

　
　
　
貢
幣
対
象
陵
の
加
除
が
な
く
な
っ
た
。

　
服
藤
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
氏
の
変
質
の
中
か
ら
家
が
成
立
し
、
八
世
紀
末
に
天
皇
位
の
家
的
継
承
を
示
す
一
系
的
祖
先
祭
祀
が
成
立
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
儀
式
的
な
考
察
を
機
軸
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
荷
前
ひ
い
て
は
家
に
関
す
る
研
究
を
大
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き
く
進
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
父
系
直
系
的
な
家
の
成
立
を
解
明
す
る
試
み
は
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
批
判
的
に
で
あ
れ
、
今
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
継
承
・
発
展
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
も
陵
墓
祭
祀
研
究
の
担
う
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
、
家
の
成
立
が
持
つ
意
味
に
つ

い
て
は
、
も
う
　
つ
の
研
究
視
角
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
的
側
面
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
家
の
行
事
を
可
能
と
し
た
家
政
…
機
関
・
家

産
機
構
－
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
家
的
組
織
と
い
う
語
を
用
い
る
一
の
成
立
か
ら
家
の
成
立
を
論
じ
る
と
い
う
視
角

で
あ
り
、
家
政
機
関
・
家
産
機
構
の
成
熟
が
最
終
的
に
中
世
的
な
権
門
の
成
立
へ
と
結
び
付
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
観
点
は
不
可
欠

な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
家
的
継
承
が
天
皇
家
よ
り
始
ま
っ
た
の
と
同
じ
く
、
家
的
組
織
の
成
立
も
お
そ
ら
く
天
皇
家
か
ら
始
ま
る
の
で
あ

り
、
両
者
が
と
も
に
整
備
さ
れ
て
い
く
中
の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
荷
前
別
貢
幣
儀
式
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
、
服
藤
が
充
分
に
は
触
れ
得
な
か
っ
た
儀
式
運
営
主
体
た
る
家
的
組
織
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
荷

前
別
貢
幣
の
成
立
を
論
じ
た
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
九
世
紀
以
降
の
儀
式
書
や
古
記
録
に
描
か
れ
た
別
二
戸
儀
式
の
検
討
を
通
じ
て
、
天
皇

家
の
祖
先
祭
祀
が
い
か
な
る
形
態
で
運
営
さ
れ
た
か
を
考
察
し
、
そ
れ
を
遡
及
さ
せ
る
形
で
成
立
時
期
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
で
、
別
買
幣
の
成
立
が
持
つ
意
味
合
い
を
天
皇
家
の
一
系
的
祖
先
祭
祀
の
成
立
と
い
う
枠
組
み
か
ら
の
み
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
最
終
的
に
律
令
天
皇
制
の
展
開
と
い
う
側
面
を
も
展
望
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。

①
鎌
田
正
憲
「
十
左
四
墓
の
廃
置
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
二
八
－
六
　
｝
九
二
二

　
年
）
、
「
荷
前
奉
幣
制
度
の
研
究
し
（
州
国
学
院
雑
誌
』
二
九
…
一
・
二
　
一
九
二
童

　
年
）
を
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
調
の
制
度
と
の
関
係
か
ら
論
じ
た
伊
藤
循
「
東

　
人
荷
前
と
東
国
の
調
一
東
国
の
調
の
転
圓
過
程
一
」
（
千
葉
歴
史
学
会
編

　
州
古
代
國
家
と
東
国
社
会
㎞
高
科
書
店
一
九
九
四
年
）
、
大
津
透
「
貢
納
と
祭

　
鵜
i
調
庸
制
の
思
想
1
」
（
『
古
代
の
天
皇
制
』
岩
波
書
店
　
～
九
九
九
年

　
初
出
一
九
九
五
年
）
、
繊
な
ど
民
俗
学
的
な
陵
墓
観
か
ら
考
察
を
加
え
た
田
中
久

　
夫
「
陵
墓
祭
祀
の
風
習
…
一
平
安
時
代
初
期
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
祖
先
祭
祀

　
の
研
究
』
弘
文
堂
　
一
九
七
八
年
　
初
出
～
九
六
九
年
）
、
「
祖
先
崇
拝
」
（
『
祖
先

　
祭
祀
の
展
開
一
日
本
民
俗
学
の
課
題
一
㎞
清
文
堂
出
版
　
｝
九
九
九
年
　
初

　
出
｛
九
九
六
年
）
な
ど
も
あ
る
が
、
荷
前
を
扱
う
研
究
の
多
く
は
対
象
陵
墓
の
入

　
れ
替
え
や
『
延
喜
諸
陵
寮
式
』
の
陵
墓
歴
名
の
分
析
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
か
ら

　
は
近
年
、
北
康
宏
「
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
基
礎
的
研
究
－
『
延
喜
諸
陵
寮
式
』

　
の
分
析
か
ら
み
た
一
一
（
咽
史
林
』
七
九
一
四
　
～
九
九
六
年
）
が
大
き
な
成
果

　
を
あ
げ
て
い
る
。

②
服
藤
早
苗
門
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
－
天
皇
家
の
成
立
を
め
ぐ

　
っ
て
一
」
（
当
家
成
立
史
の
研
究
－
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
一
㎏
校
倉
書

　
房
　
一
九
九
一
年
　
初
出
一
九
八
七
年
）
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
服
藤
の
見
解
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は
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

③
服
藤
の
見
解
に
対
し
て
は
、
田
中
聡
が
門
皇
位
継
承
原
則
の
確
認
」
と
は
異
な

　
る
臨
時
祭
祀
の
考
察
を
喚
起
し
、
そ
こ
か
ら
門
直
系
的
皇
統
」
と
門
特
定
天
皇
の

　
治
肚
扁
と
い
っ
た
陵
墓
の
二
つ
の
象
徴
機
能
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た

　
と
え
臨
時
祭
祀
が
多
様
な
意
味
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恒
例
祭
祀
た
る
別
貢

　
幣
が
果
た
し
き
れ
な
い
役
割
を
補
完
的
に
担
っ
た
と
す
る
の
が
適
当
で
、
恒
例
祭

　
祀
た
る
別
置
幣
の
嵐
現
と
天
皇
家
の
成
立
を
結
び
付
け
て
論
じ
た
服
藤
の
研
究
は

　
依
然
評
価
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。
田
中
聡
「
「
陵
墓
扁
に
み
る
「
天
皇
扁
の
形

　
成
と
変
質
一
…
古
代
か
ら
中
世
へ
」
（
日
本
史
研
究
会
・
京
都
民
科
歴
史
部
会
編

　
讐
陵
墓
」
か
ら
み
た
日
本
史
』
青
木
書
店
　
～
九
九
五
年
）

④
な
お
、
北
旗
宏
は
陵
墓
祭
肥
の
変
化
を
段
階
的
に
論
じ
、
別
竃
違
の
成
立
時
期

　
を
弘
仁
初
年
、
本
質
的
な
意
味
で
の
完
成
を
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
求
め
る
こ

　
と
で
、
別
貢
幣
成
立
を
八
世
紀
中
葉
、
家
的
祖
先
祭
祀
と
し
て
の
確
立
を
八
世
紀

　
末
と
見
る
服
藤
説
を
批
判
し
た
。
私
見
も
結
論
的
に
は
北
説
に
近
似
す
る
も
の
だ

　
が
、
論
証
方
法
や
個
々
の
史
料
解
釈
な
ど
相
違
す
る
点
が
存
在
す
る
。
北
康
宏

　
「
律
令
陵
墓
祭
祀
の
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
』
～
○
八
一
一
一
　
～
九
九
九
年
）

4　（4）

荷
前
別
貢
幣
儀
式
次
第
の
検
討

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
荷
前
別
製
幣
の
儀
式
次
第
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
雨
儀
で
は
宜
陽
殿
西
廟
に
御
座
が
設
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
通
常
の

建
礼
門
前
の
儀
を
中
心
に
考
察
す
る
（
図
－
参
照
）
。
な
お
、
諸
儀
式
書
に
描
か
れ
た
装
束
は
多
少
異
同
が
あ
る
が
、
儀
式
次
第
そ
の
も
の
に
関

し
て
は
大
き
な
相
違
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
『
儀
式
』
『
西
宮
記
』
呪
北
山
抄
』
『
江
家
次
第
』
と
い
っ
た
平
安
時
代
の
主
要
な
儀
式
書
が
記
す

別
貢
幣
の
儀
式
次
第
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
＝
頁
～
三
日
に
参
議
以
上
の
使
を
定
め
、
侍
従
以
下
の
使
は
そ
れ
と
前
後
し
て
定
め
る
。

②
荷
前
前
日
、
内
侍
以
下
が
内
裏
よ
り
縫
殿
寮
南
庭
へ
退
出
し
夜
通
し
か
け
て
幣
物
を
褻
む
。

③
荷
前
当
日
、
上
卿
・
使
の
公
卿
以
下
が
建
礼
門
前
の
座
に
着
き
、
天
皇
が
出
御
す
る
。

④
幣
物
が
南
幌
（
運
二
渡
幣
物
一
之
所
）
に
運
び
込
ま
れ
使
の
公
卿
以
下
が
薗
幌
へ
行
く
。

⑤
長
官
（
公
卿
）
と
次
官
（
侍
従
・
次
侍
従
）
が
相
対
し
て
案
を
導
い
て
参
入
し
、
天
皇
の
葡
の
畳
の
上
（
立
二
幣
案
下
所
）
に
置
い
て
退
出
す
る
。

　
次
い
で
内
舎
人
が
参
入
し
幣
を
そ
の
案
の
上
に
置
き
退
出
す
る
。
～
○
陵
の
幣
物
が
同
様
に
一
下
ず
つ
運
び
込
ま
れ
る
。

⑥
一
〇
陵
の
幣
物
が
並
べ
ら
れ
る
と
天
皇
が
そ
れ
に
対
し
て
両
段
再
拝
し
、
天
皇
の
御
拝
が
終
っ
た
こ
と
を
閾
司
が
告
げ
、
使
が
再
び
次
々
と
参
入
し
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図1　荷前別貢幣建礼門院前装束図
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て
幣
物
を
取
り
退
出
す
る
。

　
　
⑦
天
皇
が
還
御
す
る
。

　
こ
の
中
で
い
く
つ
か
の
点
に
注
目
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
第
一
に
注
目
し
た
い
の
が
、
内
侍
以
下
が
内
裏
よ
り
退
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

幣
物
を
褻
む
こ
と
で
あ
る
。
『
延
喜
内
蔵
寮
式
』
で
は
、
内
廷
的
官
司
と
さ
れ
る
内
蔵
寮
が
幣
物
を
出
す
祭
祀
は
一
三
あ
る
が
、
内
侍
が
内
裏

よ
り
退
出
し
幣
物
を
褻
む
の
は
荷
前
別
貢
幣
と
伊
勢
例
幣
の
み
で
、
そ
の
他
は
使
人
や
内
蔵
寮
官
人
が
あ
ら
か
じ
め
裏
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
う
ま
で
も
な
く
女
官
は
男
官
よ
り
も
天
皇
に
近
侍
す
る
立
場
に
あ
り
、
内
侍
が
裏
む
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
祭
祀
が
天
皇
親
祭
の
意
味
の
強

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
伊
勢
例
幣
の
場
合
、
儀
場
と
な
る
八
省
院
小
安
殿
で
当
日
富
む
の
で
あ
る
が
、
荷
前
の
場
合
は
前
日
冬
場
と
は

異
な
る
縫
殿
寮
へ
退
出
し
夜
通
し
か
け
て
裏
む
。
潤
む
場
所
の
相
違
は
そ
の
後
の
所
作
に
関
係
し
、
伊
勢
例
幣
で
は
御
座
近
く
で
幣
物
が
裏
ま

れ
、
出
御
以
前
に
御
座
の
前
へ
設
置
さ
れ
る
た
め
、
使
が
幣
物
を
界
き
入
れ
る
儀
式
は
存
在
し
な
い
が
、
別
貢
幣
で
は
出
御
場
所
と
は
異
な
る

場
所
で
幣
物
が
畳
ま
れ
る
た
め
、
幣
物
の
強
き
入
れ
が
必
要
な
所
作
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
幽
魂
し
か
け
て
裏
む
の
は
産
む
量
に
関
係
す
る
と

思
わ
れ
、
『
延
喜
式
』
段
階
の
荷
前
で
は
、
一
〇
所
の
陵
と
八
所
の
墓
の
分
の
幣
物
を
憎
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
注
目
す
る
の
は
天
皇
が
両
段
再
拝
を
行
な
う
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
天
皇
の
御
在
所
と
幣
物
が
準
備
さ
れ
る
爾
握
、
及
び
官
人
の

座
が
あ
る
握
と
は
斑
慢
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
、
御
在
所
は
周
囲
を
め
ぐ
ら
す
慢
幕
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
西
南
に
あ
る

二
つ
の
優
の
切
れ
目
が
公
卿
以
下
の
使
が
幣
物
を
持
っ
て
参
入
す
る
「
門
」
（
慢
門
）
と
な
り
、
慢
の
内
に
は
殿
上
侍
臣
及
び
女
官
が
伺
候
す

③る
。
「
門
」
を
通
っ
て
幣
物
を
運
び
入
れ
た
使
は
、
退
出
し
て
西
里
雲
煙
の
右
近
衛
陣
ま
で
行
っ
て
待
機
し
、
天
皇
の
御
拝
終
了
後
に
再
び
参

入
し
て
幣
物
を
持
っ
て
退
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
宜
陽
殿
儀
で
か
つ
天
皇
不
出
御
で
行
な
わ
れ
た
寛
仁
四
年
（
｝
〇
二
こ
口
の
別
貢
幣
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
立
一
　
隠
春
型
殿
南
廊
之
後
殉
次
第
進
鼻
二
王
藤
葛
一
臨
二
言
当
所
一
」
と
使
が
待
機
し
て
い
る
様
子
を
「
立
隠
」
と
表
現
し
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
な
饅
幕
の
配
置
や
使
の
動
き
は
、
荷
前
使
番
遣
儀
の
中
心
が
幣
物
に
対
す
る
天
皇
の
両
段
再
拝
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
た
空
間
で
諸
官
人
を
介
さ
な
い
天
皇
の
祭
儀
が
行
な
わ
れ
る
形
態
を
、
仮
に
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
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と
し
て
お
く
。

　
第
三
に
別
貢
幣
儀
式
に
お
け
る
閾
司
の
所
作
に
注
目
し
た
い
。
閾
司
は
通
常
、
官
人
が
門
を
入
る
時
に
勅
許
を
得
る
た
め
の
作
法
、
聞
司
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
行
な
う
女
官
で
、
閲
司
奏
は
天
皇
の
空
間
と
臣
下
の
空
間
を
区
別
す
る
上
で
重
要
な
儀
式
で
あ
っ
た
。
荷
前
別
国
幣
の
場
合
も
曖
の
切
れ
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
「
門
」
と
表
現
し
、
ま
た
「
皇
帝
端
レ
笏
再
拝
。
両
町
詑
閾
繰
出
告
二
審
幣
者
こ
と
あ
る
ご
と
く
、
使
が
再
び
参
入
す
る
に
際
し
て
閾
司
が

「
出
告
」
げ
る
こ
と
か
ら
、
一
見
閲
司
馬
の
ご
と
き
儀
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
次
序
二
御
出
之
由
幻
瀾
胴
鴨
宮
帯
磁
」

　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
こ
と
や
、
「
午
三
型
　
天
皇
御
出
云
々
。
伽
日
勤
左
近
富
人
一
議
一
案
内
ゆ
御
出
已
了
云
々
。
供
二
幣
物
｝
如
レ
例
」
と
上
卿
で
あ
る
右
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

藤
原
師
輔
は
聞
司
の
代
わ
り
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
近
衛
官
人
を
通
じ
て
天
皇
が
出
御
し
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
後
幣
物
を
昇
き
入
れ
る
儀
式

　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
閑
司
が
示
す
の
は
天
皇
出
御
と
い
う
事
柄
で
あ
り
、
聞
司
奏
の
ご
と
き
参
入
に
関
す
る
勅
許
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な

い
。
天
皇
が
出
御
し
た
こ
と
を
閾
司
を
通
じ
て
知
っ
た
使
の
公
卿
以
下
は
、
行
事
上
卿
の
指
示
の
も
と
天
皇
の
命
を
待
た
ず
に
幣
物
を
持
っ
て

参
入
し
、
御
拝
の
終
了
し
た
こ
と
を
聞
い
て
再
び
参
入
す
る
。
そ
こ
に
は
閾
司
奏
の
よ
う
な
参
入
の
勅
許
を
得
る
儀
式
の
存
在
を
窺
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
使
の
参
入
に
際
し
て
天
皇
が
そ
れ
を
許
可
す
る
た
め
に
言
葉
を
発
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
昧
す
る
。
こ
れ
と
関
係
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
め
ロ
つ
　
ニ

の
が
天
皇
が
使
に
対
し
て
言
葉
を
か
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
伊
勢
例
幣
で
は
、
天
皇
が
大
舎
人
を
介
し
て
「
参
審
」
と
期
し
て
中
臣
・
忌
部
を

召
し
、
忌
部
に
幣
を
取
ら
せ
た
後
、
中
臣
に
対
し
て
「
常
の
如
く
好
く
申
し
て
奉
れ
」
と
い
う
言
葉
を
か
け
る
。
伊
勢
例
幣
で
は
、
使
が
参
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
る
時
も
参
入
し
た
使
に
対
し
て
も
天
皇
は
言
葉
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
荷
前
で
は
、
使
参
入
時
に
閾
司
奏
も
使
を
召
す
勅
も
な
く
、

ま
し
て
使
に
対
し
て
言
葉
を
か
け
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
建
礼
門
前
に
出
御
し
た
天
皇
は
、
儀
式
的
に
は
全
く
言
葉
を
発
し
な
い
ま
ま
昇
き

入
れ
ら
れ
た
幣
物
に
対
し
て
両
段
再
拝
を
行
な
い
還
御
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
伊
勢
例
幣
と
別
貢
幣
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
た
つ
い
で
に
、
『
朝
野
群
載
』
巻
一
二
、
内
記
に
載
る
伊
勢
と
山
陵
へ
の
即
位
告
文
の
比
較
を

行
な
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
と
天
皇
と
の
関
係
の
差
異
を
　
層
明
確
な
も
の
に
し
て
お
き
た
い
。
山
陵
へ
の
即
位
告
文
の
内
容
は
次
の
三
点
に

7　（7）



要
約
さ
れ
る
。

　
　
①
太
上
天
皇
が
厚
い
衿
れ
み
を
垂
れ
て
天
の
日
嗣
を
自
分
に
授
け
た
。
自
分
は
そ
れ
を
辞
退
し
た
が
許
さ
れ
ず
即
位
す
る
と
い
う
こ
と
。

　
　
②
何
月
何
日
に
即
位
し
、
天
の
日
嗣
を
戴
き
荷
な
い
守
り
仕
え
る
こ
と
。

　
　
③
御
陵
の
厚
い
慈
み
を
受
け
る
こ
と
で
、
天
の
日
嗣
の
政
は
平
安
に
永
く
守
り
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
こ
と
。

　
伊
勢
へ
の
告
文
と
大
き
く
異
な
る
の
は
告
文
の
主
眼
と
も
い
う
べ
き
③
の
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伊
勢
へ
の
告
文
で
は
、
「
掛
畏
支
皇
太

神
挙
状
三
聖
久
安
久
聞
食
盛
、
天
皇
朝
廷
乎
宝
叢
誌
レ
動
久
離
国
乃
天
下
鍛
無
レ
事
久
、
平
久
安
久
護
賜
比
幸
賜
酷
、
恐
美
恐
嫉
申
給
騰
申
」
と
あ
る
よ
う
に
、

朝
廷
・
天
下
の
守
護
が
告
文
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
山
陵
へ
の
告
文
で
は
、
「
又
申
久
、
掛
畏
支
某
乃
御
陵
乃
濟
賜
轍
下
立
馬
匹
戴
天
、

天
蓋
日
嗣
乃
政
波
平
久
天
地
日
月
三
共
圷
、
守
仕
訳
雌
二
二
食
事
乎
、
恐
美
恐
穣
申
賜
鰍
久
奏
」
と
あ
っ
て
、
「
悪
寒
」
え
る
と
い
う
天
皇
の
行
為
及
び

「
思
量
」
す
と
い
う
天
皇
の
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朝
廷
・
国
家
の
代
表
者
・
主
権
者
と
な
る
天
皇
が
、
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て

朝
廷
や
国
家
の
加
護
を
祈
願
す
る
伊
勢
へ
の
告
文
に
対
し
、
山
陵
へ
の
告
文
で
は
、
天
皇
位
に
就
く
個
と
し
て
の
天
皇
が
、
山
陵
の
慈
み
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
て
天
の
日
嗣
を
守
り
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
個
人
的
な
行
為
・
考
え
を
表
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
山
陵
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
即
位
告
祭
の
対
象
陵
墓
と
荷
前
別
貢
幣
の
対
象
陵
墓
と
は
相
違
す
る
が
、
別
貢
幣
対
象
陵
墓
も
遺
書
で
不
設
置
と
な
る
例
を
除
け
ば
、
即
位

告
祭
と
同
様
基
本
的
に
は
直
系
皇
統
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
両
者
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
皇
の
個
人
的
側
面
が
強
く
現
れ
る
と
こ
ろ
に
伊
勢
祭
祀
と
は
異
な
る
山
陵
祭
祀
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
四
に
注
目
し
た
い
の
は
、
使
の
長
官
、
公
卿
と
次
官
、
侍
従
・
次
侍
従
が
相
対
し
て
幣
の
案
を
天
皇
の
前
に
結
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
ご
と
く
伊
勢
例
幣
で
は
こ
の
所
作
が
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
必
要
不
可
欠
な
所
作
と
は
い
え
ず
、
ま
た
「
中
務
丞
・
内
舎
人
等
、

至
幣
物
所
昇
二
幣
物
墨
離
㈱
夢
幻
公
卿
以
下
起
座
論
調
南
塩
」
と
箋
開
始
時
に
幣
物
は
わ
ざ
わ
ざ
薩
へ
「
運
移
」
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
公
卿
以
下
の
奉
仕
を
可
視
的
に
表
現
す
る
所
作
で
あ
る
。
『
儀
式
』
で
は
公
卿
が
使
と
な
ら
な
い
山
陵
も
存
在
す
る
が
、

『
政
事
要
略
捻
所
引
「
西
宮
記
」
で
は
長
官
・
次
富
の
官
職
の
不
明
な
三
陵
以
外
は
全
て
公
卿
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
『
江
家

8　（8）
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（
光
仁
陵
）

次
第
』
は
光
仁
陵
・
詩
道
陵
へ
公
卿
が
派
遣
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
「
田
原
他
用
二
四
位
者
依
レ
為
二
遠
所
一
也
。
在
二
大
和
国
添
上
郡
↓

（
崇
道
陵
）

八
島
又
大
和
也
。
自
余
皆
当
国
也
」
と
し
、
こ
の
二
陵
が
大
和
国
に
あ
る
た
め
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
公
卿
が
長
官
で
侍
従
・
次
侍
従
が
次

官
と
い
う
の
が
荷
前
使
の
基
本
形
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
卿
が
長
官
と
な
ら
な
い
陵
へ
の
使
は
『
拾
毛
蚕
』
が
「
以
二
侍
従
二
人
一
為
レ
使
」
と

す
る
よ
う
に
侍
従
二
人
が
使
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
公
卿
と
侍
従
・
次
侍
従
が
相
対
し
て
案
を
昇
き
入
れ
る
こ
と
と
と
も
に
使
の
公
卿
が

侍
従
的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
荷
前
別
貢
幣
の
特
徴
は
公
卿
が
侍
従
的
要
素
を
持
ち
侍
従
・
次
侍
従
と
と
も
に
使

と
な
る
こ
と
に
あ
る
。

　
上
記
の
よ
う
な
天
皇
が
使
に
対
し
て
言
葉
を
発
し
な
い
こ
と
の
一
つ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
勢
例
幣
で
は
王
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

夫
・
中
臣
・
忌
部
が
使
と
な
る
が
、
荷
前
で
は
よ
り
地
位
が
高
く
侍
従
的
要
素
を
持
つ
公
卿
と
公
的
伺
候
者
た
る
侍
従
・
次
侍
従
が
使
と
な
る

こ
と
で
、
天
皇
は
伊
勢
例
幣
の
よ
う
に
「
常
の
如
く
好
く
申
し
て
奉
れ
」
と
言
葉
を
か
け
ず
と
も
よ
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と

も
、
一
〇
世
紀
以
降
に
成
立
す
る
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
儀
で
は
例
幣
と
同
様
な
言
葉
が
存
在
し
、
言
葉
の
有
無
を
公
卿
の
関
与
の
み
に
求
め
る

こ
と
は
で
き
ず
、
別
貢
幣
に
お
い
て
使
が
入
れ
替
わ
り
参
入
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
に
対
し
て
一
々
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
駆
上
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
と
も
推
測
し
得
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
現
実
的
側
面
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
使
が
天
皇
の
も
と
へ
参
入
し
な
が
ら

も
、
直
接
的
な
命
令
を
受
け
ず
に
退
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
特
徴
と
考
え
る
。
公
卿
と
侍
従
・
次
侍
従
が
相
対
し
て
案
を
天
皇
の
前
に

早
き
入
れ
る
こ
と
は
、
両
者
が
天
皇
の
奉
幣
に
対
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
が
、
天
皇
か
ら
見
れ
ば
彼
ら
が
奉
仕
す
る
こ
と
で
自
ら

の
意
志
が
忠
実
に
果
た
さ
れ
る
も
の
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
天
皇
と
公
卿
以
下
の
使
と
の
関
係
を
通
じ
て
、
天
皇
の
個
人
的

側
面
が
強
く
現
れ
る
別
貢
幣
儀
式
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
荷
前
別
貢
幣
使
弾
奏
儀
は
閉
じ
ら
れ
た
空
間
で
諸
官
人
を
介
さ
ず
に
天

皇
が
幣
物
に
対
し
て
拝
礼
を
行
な
う
儀
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
天
皇
の
個
人
的
側
面
が
強
く
現
れ
、
そ
れ
を
忠
実
に
果
た
し
得
る
も
の
と
観
念

さ
れ
た
公
卿
等
が
奉
仕
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

9　（9）



①
内
蔵
寮
の
幣
物
が
重
要
な
祭
紀
に
対
し
て
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
内
蔵

　
寮
の
性
格
と
合
わ
せ
て
岡
田
荘
司
「
平
安
前
期
の
神
社
祭
祀
の
公
祭
化
」
（
『
平
安

　
時
代
の
国
家
と
祭
礼
㎞
続
群
書
類
従
完
成
会
　
～
九
九
四
年
初
出
一
九
八
六

　
年
）
や
古
尾
谷
知
浩
「
古
代
の
内
蔵
寮
に
つ
い
て
扁
（
『
史
学
雑
誌
』
｝
○
0
1
一

　
二
　
一
九
九
一
年
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

②
吉
川
真
司
「
律
令
国
家
の
巨
富
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
瞼
稿
書
房
～
九
九

　
八
年
　
初
出
　
九
九
〇
年
）

③
噸
西
宮
記
撫
に
「
御
在
所
東
西
井
南
引
…
斑
幕
↓
糊
重
書
肋
難
顯
誠
」
と

　
あ
り
、
『
政
事
要
略
㎞
所
引
讐
装
束
記
文
扁
に
「
握
東
西
去
一
二
許
丈
、
各
南
行
更
東

西
阪
各
警
手
御
前
象
頬
骨
翻
警
官
重
重
塁
壁
螺
幾
弾

蹴
…
」
と
あ
る
。

④
噸
左
経
記
』
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
閏
一
二
月
｝
四
日
条

⑤
吉
川
真
司
前
掲
②
論
文

⑥
欄
政
事
要
略
』
所
引
「
清
涼
認
」

⑦
馬
脚
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
一
二
月
一
七
日
条

⑧
噌
政
事
要
略
』
が
載
せ
る
天
慶
王
年
（
九
四
〇
）
の
荷
箭
で
は
、
「
御
拝
了
由
、

　
蔵
人
全
二
近
衛
宮
人
示
二
上
達
部
こ
と
あ
り
、
～
○
世
紀
中
葉
に
は
す
で
に
閾
司

　
の
関
与
は
な
く
な
り
、
蔵
人
と
近
衛
官
人
が
そ
の
代
わ
り
を
行
な
う
よ
う
に
な
つ

　
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑨
州
九
穀
恥
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
　
二
月
一
六
日
条

⑩
吉
川
真
司
は
、
前
掲
②
論
文
で
節
会
な
ど
内
裏
か
ら
押
入
を
召
す
場
合
は
閲
司

　
奏
が
必
要
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
参
照
す
れ
ば
、
別
貢
幣
に
お
い
て
も
天
皇

　
が
召
し
た
た
め
に
墨
型
奏
の
必
要
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
得
る
が
、
蘭
貢
幣
と
類

　
厭
な
儀
式
次
第
を
持
つ
鰻
掴
食
に
お
い
て
關
司
奏
が
見
ら
れ
、
大
殿
祭
や
大
嘗
祭

　
で
も
神
事
供
奉
の
官
人
の
参
入
に
際
し
て
闇
司
奏
が
あ
り
、
別
貢
幣
が
關
司
奏
を

　
持
た
な
い
理
由
を
節
会
な
ど
に
關
謹
奏
が
な
い
こ
と
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
。

⑪
伊
勢
例
幣
で
は
、
祝
詞
を
述
べ
る
中
臣
に
対
し
て
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
か

　
ら
、
荷
前
と
伊
勢
例
幣
と
の
天
皇
の
言
葉
の
有
無
は
祝
詞
の
有
無
に
相
当
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
申
し
奉
れ
」
で
は
な
く
「
申
し
て
奉
れ
」
で
あ
っ
て
、
門
奉

　
る
」
を
「
申
す
」
の
単
な
る
補
助
動
詞
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
伊
勢
奉

　
幣
の
祝
詞
で
は
王
と
中
臣
が
使
と
な
り
忌
部
が
野
駆
を
捧
げ
奉
る
こ
と
を
述
べ
る

　
こ
と
か
ら
、
「
好
く
申
し
て
奉
れ
」
と
い
う
天
皇
の
言
葉
は
、
中
臣
が
祝
詞
を
述

　
べ
忌
部
が
幣
物
を
奉
る
と
い
う
奉
幣
儀
全
体
を
対
象
に
し
て
い
る
と
考
え
る
。

⑫
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
（
八
三
三
）
三
月
壬
辰
（
五
）
条
の
山
陵
へ
の

　
仁
明
即
位
告
文
は
、
山
陵
へ
の
即
位
皆
文
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
初
見
で
あ
る
が
、

　
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
『
朝
野
群
載
』
と
同
様
の
文
言
が
見
え
、
伊
勢
と
山
陵
と

　
の
違
い
は
九
世
紀
前
半
ま
で
遡
り
得
る
。

⑬
　
少
な
く
と
も
醍
酬
ま
で
は
荷
前
不
設
遣
の
遺
詔
は
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
と
考

　
え
て
よ
い
。

⑭
『
西
宮
記
臨
荷
前
事

⑮
古
瀬
奈
灘
子
「
昇
殿
制
の
成
立
」
（
州
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
㎏
吉
川
弘
文
館

　
～
九
九
八
年
　
初
出
一
九
八
七
年
）

（10）10

二
　
荷
前
使
の
儀
式
関
与
形
態

前
章
で
は
荷
前
使
真
平
儀
に
焦
点
を
あ
て
主
に
天
皇
の
立
場
か
ら
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
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か
っ
た
遣
わ
さ
れ
た
側
の
荷
前
使
の
所
作
に
つ
い
て
見
る
。
儀
式
書
に
お
け
る
荷
前
使
の
所
作
は
お
お
む
ね
簡
略
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ

て
『
江
家
次
第
』
に
、

　
　
使
等
率
一
蜜
語
以
下
一
諾
向
二
其
陵
弔
爾
段
再
拝
、
雛
・
置
尺
案
下
殉
長
官
・
次
官
下
達
レ
拝
。
令
レ
焼
一
幣
物
殉
次
長
官
・
次
官
又
両
段
再
拝
。
畢
次
官
帰
参
、

　
　
就
内
侍
所
車
供
了
曳
犠
・
公
犠
攣
罐
覧
建
設
醜
野
茨
富
以
下
参
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
あ
る
の
が
最
も
詳
し
く
、
『
政
事
要
略
』
所
引
「
西
宮
記
」
や
『
北
山
抄
』
も
ほ
ぼ
同
じ
所
作
を
記
す
。
こ
こ
か
ら
、
山
陵
に
お
い
て
二
度

の
両
段
再
拝
を
行
な
う
こ
と
、
幣
物
を
焼
く
こ
と
、
山
陵
よ
り
帰
参
の
後
、
次
官
が
内
侍
所
へ
行
き
供
え
終
え
た
こ
と
を
申
す
こ
と
、
公
卿
が

荷
前
使
の
時
は
進
発
前
に
次
官
以
下
に
節
電
を
設
け
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
考
察
の
た
め
に
実
際
に
山
陵
へ
行
っ
た
公
卿
の
日

記
を
取
り
上
げ
具
体
的
な
も
の
に
し
た
い
。
管
見
の
限
り
最
も
山
陵
で
の
所
作
が
詳
し
い
の
は
、
荷
前
使
で
は
な
い
が
『
愚
昧
記
』
仁
安
三
年

（一

齪
Z
八
）
四
月
三
〇
日
条
の
即
位
告
祭
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
外
イ
ア
リ
〕

　
　
今
日
即
位
由
可
レ
被
レ
告
二
山
陵
一
也
。
（
中
略
）
転
筆
宣
命
一
副
レ
野
遊
了
退
去
。
於
二
期
政
門
代
一
計
二
次
官
「
退
出
。
於
三
一
条
町
一
乗
車
、
次
官
留
了
。
宣
命
取

　
　
之
懐
兜
於
農
嘉
鷺
笛
人
漸
慧
蕨
．
相
具
即
参
二
騰
整
急
報
レ
尋
陵
預
藁
之
髪
予
嬰
・
参
密
儀
撲
鷲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
無
力
〕
　
　
　
　
〔
成
イ
ナ
シ
〕
（
公
教
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
欝
）

　
　
居
一
軍
。
答
云
、
此
鳥
居
下
令
レ
候
也
。
行
成
云
、
故
殿
為
一
荷
前
使
令
レ
参
之
時
、
御
二
此
鳥
居
下
一
也
。
平
相
公
入
二
此
鳥
居
参
篇
御
山
一
云
々
。
然
而

　　

t
親
鍵
》
陵
叢
誌
柔
洋
手
・
預
直
黒
野
卑
魚
脳
裾
取
副
宣
命
於
笏
重
着
鷹
綴
難
毒
次
語
次
藝
旦
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
皆
イ
ナ
シ
〕
　
（
資
長
）

　
　
又
再
拝
。
次
焼
恵
旦
命
町
内
4
平
相
公
云
、
宣
命
不
レ
可
レ
焼
。
懐
中
可
レ
帰
也
。
我
両
度
勤
仕
虚
者
レ
此
。
藤
中
納
西
園
レ
焼
也
。
兼
墨
池
如
レ
此
。
価
焼
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
〔
伺
イ
ナ
シ
〕
②

　
　
抑
可
レ
為
レ
伺
也
。
忘
却
尤
奇
怪
々
々
。
酉
剋
許
入
洛
。

　
こ
れ
は
、
二
月
に
即
位
し
た
高
倉
の
即
位
告
文
使
と
し
て
天
智
陵
へ
派
遣
さ
れ
た
従
二
位
中
納
言
三
条
実
業
の
記
録
で
あ
る
。
当
日
の
記
録

は
『
兵
範
記
』
に
も
あ
り
、
天
上
善
の
他
に
桓
武
陵
以
下
七
陵
に
遣
使
が
あ
り
、
使
は
他
に
権
中
納
言
二
人
、
参
議
四
人
、
非
参
議
一
人
と
全

て
公
卿
、
次
官
も
全
て
四
位
・
五
位
の
者
で
荷
前
使
と
同
じ
形
態
で
あ
る
。
山
陵
で
の
所
作
に
つ
い
て
も
父
公
教
が
荷
前
使
だ
っ
た
時
の
こ
と

が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
臨
時
祭
祀
と
別
貢
幣
で
は
山
陵
へ
も
た
ら
す
も
の
が
宣
命
か
幣
物
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
ど
ち
ら
も
焼
却
さ
れ
る
の
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が
基
本
で
、
拝
礼
な
ど
ほ
ぼ
同
じ
所
作
を
と
る
も
の
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
こ
の
記
事
の
中
で
最
初
に
注
目
し
た
い
の
が
陵
預
の
関
与
で
あ
る
。
陵
預
は
莚
を
敷
き
手
水
を
用
意
す
る
な
ど
儀
式
を
手
助
け
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
れ
は
少
な
く
と
も
～
○
世
紀
中
葉
ま
で
遡
る
。
ま
た
、
実
房
は
陵
預
に
「
参
二
御
山
　
歎
、
将
候
二
此
鳥
居
一
面
」
と
拝
礼
場
所
に
つ
い
て
落
雷

を
求
め
て
お
り
、
言
々
は
儀
式
次
第
に
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
保
安
元
年
（
＝
二
〇
）
に
荷
前
使
と
し
て
桓
武
陵
へ
派
遣
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
た
藤
原
宗
患
が
「
陵
守
不
レ
見
也
」
と
し
な
が
ら
も
何
の
支
障
も
記
し
て
お
ら
ず
、
無
事
儀
式
が
執
行
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
陵
預
は

儀
式
に
直
接
関
与
し
た
の
で
は
な
く
助
雷
や
手
助
け
を
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
陵
預
の
役
割
は
、
伊
勢
神
嘗
祭
が
王
以
下
の
勅
使
だ
け

で
は
な
く
太
神
宮
司
以
下
多
く
の
神
官
が
直
接
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
窺
え
る
よ
う
な
、
他
の
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
神
官
の
役
割
と
相
違
す
る
。

　
実
房
の
記
録
の
中
で
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
ど
こ
で
儀
式
を
行
な
う
か
、
宣
命
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
侍

行
成
は
豊
浜
の
父
公
教
が
荷
前
使
だ
っ
た
時
の
所
作
や
平
親
範
の
説
を
実
房
に
伝
え
、
実
房
は
行
成
の
言
葉
や
藤
原
資
長
の
説
を
参
照
し
な
が

ら
儀
式
を
行
な
う
。
行
成
に
つ
い
て
は
姓
や
官
職
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
実
房
家
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
侍
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
他
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
、
事
前
に
実
房
の
た
め
に
情
報
を
収
集
し
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
。
親
鍵
は
醍
醐
陵
に
遣
わ
さ
れ
た
人
物
で
、

資
長
も
嵯
峨
陵
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
実
房
は
同
時
に
派
遣
さ
れ
る
他
の
公
卿
の
山
陵
で
の
所
作
に
つ
い
て
、
家
に
仕
え
る
侍
を
通
じ
て
情
報

を
収
集
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
公
卿
が
儀
式
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
事
前
に
他
の
公
卿
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
点
か
ら
指
摘
が
あ
る
。
『
九
暦
』
承
平

六
年
（
九
三
六
）
一
二
月
一
六
日
条
に
は
「
召
一
　
内
竪
・
大
舎
人
等
⑩
以
二
幣
物
｝
令
レ
十
一
誌
上
一
息
レ
之
、
其
後
四
度
奉
レ
拝
。
六
一
　
左
衛
門
並
立
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
平
）

卿
説
｝
所
レ
拝
也
。
鍛
想
輪
獅
難
蘇
難
椛
融
業
療
耕
離
塁
」
と
あ
り
、
荷
前
使
藤
原
師
輔
が
事
前
に
兄
実
頼
の
説
を
聞
い
て
行
動
し
、
事
後
に
父
忠

平
の
意
見
を
仰
い
で
お
り
、
山
陵
で
の
所
作
に
関
し
て
荷
前
使
が
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
一
〇
世
紀
前
半
に
ま
で
遡
る
。
『
小
右
記
』
寛
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
資
平
）

二
年
（
一
〇
一
八
）
一
二
月
一
九
日
条
で
は
「
乗
昏
宰
相
来
意
、
為
レ
勤
二
荷
前
使
一
参
内
者
、
作
法
相
乗
了
」
と
あ
り
、
藤
原
実
需
も
ま
た
養
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

資
平
に
荷
前
使
の
作
法
を
教
え
て
い
る
。
師
輔
も
資
平
も
こ
れ
が
最
初
の
荷
前
使
奉
仕
で
、
そ
の
た
め
事
前
に
所
作
を
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
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荷前別貢幣の成立（吉江）

　
『
九
暦
』
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
一
二
月
二
〇
湯
麺
で
は
「
而
次
官
共
昇
二
立
位
御
前
喝
銑
例
齢
遣
悶
琳
蹄
私
静
置
鰭
A
鞭
燧
購
庵
主
」
と
、
天
智
陵

へ
派
遣
さ
れ
た
師
輔
が
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
先
例
と
は
異
な
る
行
動
を
し
て
い
る
。
荷
前
の
場
合
、
毎
年
何
人
も
の
公
卿
が
派
遣
さ
れ
る
の

で
、
公
卿
は
～
生
の
う
ち
に
何
度
も
荷
前
使
と
な
っ
た
。
心
意
も
参
議
と
な
っ
た
承
平
五
年
（
九
三
五
）
か
ら
右
大
臣
と
な
る
天
暦
元
年
（
九

四
七
）
ま
で
の
一
二
年
間
に
少
な
く
と
も
七
園
荷
前
使
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
疑
問
を
持
っ
た
箇
所
を
訂
正
す
る
の
で

あ
り
、
公
卿
は
荷
前
使
を
繰
り
返
し
奉
仕
し
て
い
く
中
で
山
陵
で
の
所
作
を
様
々
に
考
え
行
動
し
た
。
『
愚
昧
記
』
に
よ
れ
ば
、
醍
醐
陵
へ
派

遣
さ
れ
た
上
製
が
宣
命
の
焼
却
な
ど
山
陵
で
の
所
作
に
つ
い
て
実
房
と
違
う
理
解
を
し
て
お
り
、
親
里
が
自
ら
の
判
断
で
行
動
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
実
動
が
「
抑
可
レ
為
レ
伺
也
」
と
述
べ
る
の
は
、
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
に
お
い
て
「
次
被
レ
仰
日
、
宣
命
読
了
於
二
神
前
一
可
レ
焼
レ
之
。

書
癖
岩
掌
裏
驚
・
」
⑧
と
出
立
に
先
立
・
て
宣
命
の
扱
い
に
関
す
る
指
示
を
受
け
る
こ
と
を
姦
に
し
て
の
量
・
で
あ
ろ
う
殉
逆
に
実
房

を
含
め
た
公
卿
が
天
皇
に
対
し
て
伺
い
を
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
山
陵
祭
祀
で
は
通
常
こ
う
し
た
行
為
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

前
に
見
た
伊
勢
と
山
陵
と
の
相
違
が
こ
こ
で
も
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
山
陵
で
の
儀
式
は
公
卿
の
経
験
と
判
断
・
情
報
収
集
に
依
拠
す
る
面
が

強
く
、
公
卿
は
他
の
神
祇
祭
祀
の
よ
う
に
祭
祀
に
参
加
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
使
で
は
な
く
、
祭
祀
を
主
催
す
べ
く
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

前
述
し
た
よ
う
な
陵
預
の
行
為
が
手
助
け
程
度
で
あ
る
の
も
こ
れ
に
関
係
す
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
㎎
江
家
次
第
眠
が
記
す
よ
う
に
公
卿
が
進
発
前
、
次
官
以
下
に
饗
饅
を
設
け
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
饗
饅
に
つ
い
て

は
噌
九
暦
』
承
平
六
年
（
九
三
六
）
一
二
月
一
六
日
条
が
最
も
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
幣
物
を
持
っ
て
退
出
し
た
師
輔
は
次
官
・
内
舎

人
・
内
竪
・
大
舎
人
等
の
た
め
に
饗
を
設
け
、
男
持
者
と
持
八
足
者
に
調
布
を
与
え
、
さ
ら
に
山
陵
か
ら
帰
っ
て
き
た
後
、
付
き
従
っ
た
随
身

等
に
禄
を
与
え
て
い
る
。
祭
使
に
対
し
て
饗
饅
や
禄
を
設
け
る
こ
と
は
他
の
祭
祀
で
も
見
ら
れ
、
例
え
ば
春
日
祭
で
は
、
祭
使
の
家
へ
舞
人
や

陪
従
の
使
用
す
る
も
の
な
ど
を
送
る
こ
と
が
公
卿
・
殿
上
人
の
問
で
広
く
行
な
わ
れ
、
祭
使
の
主
人
が
出
立
儀
・
特
製
を
開
い
て
舞
人
や
陪
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
衣
装
・
禄
を
賜
わ
っ
て
お
り
、
賀
茂
祭
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
〇
世
紀
後
葉
以
降
の
多
く
の
国
家
的
儀
礼
は
、
受
領
等
の
編
成
を

通
じ
た
新
た
な
富
収
集
の
形
成
を
背
景
に
公
卿
自
ら
の
用
途
調
達
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
公
卿
が
朝
廷
儀
式
の
た
め
に
財
を
さ
い
て
奉
仕
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⑪

す
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
別
貢
幣
に
お
い
て
公
卿
が
饗
饅
・
禄
な
ど
財
を
供
出
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
儀
礼
と
若
干
異
な
る
別
面
幣
の
特
色
に
も
注
意
し
た
い
。
例
え
ば
伊
勢
神
嘗
祭
で
は
伊
勢
へ
遣
わ
さ
れ
る
王
・
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

臣
・
忌
部
・
卜
部
と
彼
ら
に
付
き
従
う
従
者
、
祭
祀
に
携
わ
る
伊
勢
国
司
に
は
太
神
宮
司
か
ら
禄
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
賀
茂
祭
に
お
い
て
も

私
的
な
饗
饒
と
は
別
に
内
蔵
寮
が
設
け
る
公
的
な
饗
饅
が
存
在
し
た
。
饗
饅
や
禄
を
支
給
す
る
の
は
、
祭
祀
を
行
な
う
機
関
で
あ
っ
た
り
祭
使

を
派
遣
す
る
機
関
で
あ
る
な
ど
、
祭
祀
主
催
者
た
る
国
家
機
関
で
あ
る
の
が
本
来
的
な
姿
で
あ
っ
て
、
別
貢
幣
の
よ
う
に
扇
使
と
し
て
派
遣
さ

れ
る
公
卿
自
ら
が
饗
饅
や
禄
を
用
意
・
支
給
す
る
の
と
は
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
華
や
か
に
出
立
儀
・
還
饗
が
行
な
わ
れ
た
春
日
祭

使
が
巡
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
使
で
あ
る
の
に
対
し
、
別
貢
幣
で
は
何
人
も
の
公
卿
が
同
時
に
派
遣
さ
れ
、
毎
年
の
よ
う
に
山
陵
へ
向
か
う
の

で
あ
る
か
ら
、
春
日
祭
の
ご
と
く
他
の
公
卿
と
協
力
し
て
用
途
調
達
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
、
公
卿
全
体
の
巡
に
よ
ら
な
い
恒
例
的
な
負

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

担
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
荷
前
に
お
け
る
こ
う
し
た
公
卿
全
体
の
財
の
負
担
は
い
つ
ま
で
遡
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
祭
近
衛
官
人
使
の
私
的
な
七
二
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

対
す
る
禁
制
が
九
世
紀
末
に
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
諸
祭
の
饗
に
財
を
出
し
て
い
た
公
卿
が
、
自
ら
が
祭
使
と
な
る
堂
島
幣
に
お
い
て
饗

饒
を
行
な
わ
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
ま
で
遡
る
も
の
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
五
節
舞
姫
は
九
世
紀
前
葉
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
諸
家
」
が
競
っ
て
舞
姫
を
献
上
し
た
の
に
対
し
、
一
〇
世
紀
以
降
、
そ
の
弊
害
か
ら
舞
姫
献
上
の
巡
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
公
卿
全
体

が
財
を
供
出
す
る
荷
前
は
、
公
卿
が
巡
に
よ
ら
ず
舞
姫
を
献
上
す
る
状
況
と
類
似
し
九
世
紀
前
葉
に
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
『
江
家
次
第
』
が

　
　
〔
荷
）

「
公
卿
最
前
使
時
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
次
宮
以
下
に
上
智
を
設
け
禄
を
与
え
る
の
が
公
卿
が
長
官
と
な
る
時
の
み
で
侍
従
二

人
が
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
行
な
わ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
財
を
出
す
の
は
荷
前
使
長
官
に
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
次
官
以
下

と
は
区
別
さ
れ
た
公
卿
が
使
と
な
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
荷
前
使
の
財
の
供
出
は
公
卿
が
使
と
な
っ
た
当
初
か
ら
行
な
わ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
荷
前
別
貢
幣
に
お
い
て
次
官
以
下
の
た
め
に
饗
饅
を
設
け
、
随
身
に
禄
を
与
え
て
い
る
長
官
で
あ
る
公
卿
は
儀
式
の
主
催
者
側
の
立
場
に
あ
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る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
山
陵
で
の
所
作
は
公
卿
各
自
の
判
断
に
依
拠
す
る
面
が
強
く
、
ま
た
陵
預
が
儀
式
に
関
与
す
る
が
そ
れ
は
手
助
け

程
度
の
こ
と
で
、
荷
前
使
が
自
主
的
に
儀
式
を
行
な
っ
て
い
る
。
他
の
蝋
紙
祭
祀
と
異
な
る
主
催
者
側
の
公
卿
の
全
面
的
な
奉
仕
に
よ
っ
て
別

貢
幣
は
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

荷前別貢幣の成立（吉江）

①
「
荷
前
班
幣
扁
儀
の
最
後
に
記
す
「
使
公
卿
参
御
陵
し
以
下
が
そ
れ
に
該
妾

　
す
る
。

②
慈
心
匹
田
』
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
自
筆
本
及
び
古
写
本
の
存
在
を
現
段

　
階
で
は
確
認
で
き
ず
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
平
松
家
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
、

　
い
く
つ
か
の
江
戸
時
代
薪
写
本
を
も
っ
て
対
校
し
た
。
平
松
家
旧
蔵
本
の
こ
の
箇

　
所
（
仁
安
三
年
夏
）
の
奥
轡
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
謡
曲
墨
黒
罐
黒
蟻
以
二
正
記
毒
写
了
。

　
　
　
　
　
　
念
六
四
五
）

　
　
　
　
　
　
正
保
二
年
卯
月
十
八
日
　
従
二
位
行
権
中
納
言
源
朝
臣
（
花
押
）

　
な
お
、
対
校
に
用
い
た
も
の
は
全
て
イ
本
と
し
た
。

③
　
　
噌
九
暦
随
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
㎝
二
月
二
〇
日
銀
に
「
至
二
御
在
所
㎡
之
間
、

　
陵
戸
設
二
盟
水
一
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
欄
中
右
記
』
永
久
五
年
（
二
一
七
）
一

　
二
月
二
四
日
条
に
も
「
至
二
山
階
山
陵
南
鳥
居
前
一
旦
守
出
来
敷
レ
畳
令
レ
洗
レ
手
扁

　
と
陵
戸
が
場
の
設
営
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

④
糊
申
右
記
㎞
保
安
元
年
（
一
＝
δ
）
＝
万
二
五
日
条
。
儀
式
作
法
に
つ
い

　
て
は
「
下
人
十
二
、
先
々
之
使
如
レ
此
」
と
あ
り
、
同
行
し
た
下
人
の
指
示
に
従

　
つ
た
。

⑤

凹
愚
昧
記
隔
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
八
月
一
五
日
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

辰
剋
許
、
自
二
八
条
一
御
山
一
湿
気
御
坐
之
由
一
云
々
。
二
選
被
二
値
八
一
了
。
予
同

製
二
馳
向
帰
踏
処
、
依
レ
可
二
参
内
一
遅
引
。
午
剋
許
欲
レ
参
二
内
裏
　
之
問
、
行
成

帰
来
撰
出
島
、
御
産
已
成
了
。
異
心
・
。
凡
無
軍
糧
候
云
・
。
懐
成

参
合
二
路
頭
繍
申
二
此
由
扁
云
々
。

　
と
あ
り
、
公
教
の
娘
が
摂
政
基
樗
の
嫡
子
家
房
を
出
産
し
た
時
の
記
事
に
行
成
が

　
登
場
す
る
。
家
房
の
母
は
基
房
の
北
政
所
で
（
『
藤
卑
分
脈
㎞
）
、
二
年
前
に
北
政

　
所
の
妹
と
基
房
と
の
問
に
長
男
隆
忠
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
正
妻
の
息
男
の
誕
生

　
は
基
房
と
実
房
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
、

　
行
成
は
実
測
の
母
の
共
を
し
、
出
産
が
無
事
終
了
し
た
こ
と
を
実
房
に
告
げ
て
お

　
り
、
行
成
が
塞
房
家
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
侍
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

⑥
戸
田
芳
実
は
宗
忠
が
伊
勢
公
卿
勅
使
を
果
た
し
た
時
の
『
中
右
記
㎞
の
記
事
に

　
触
れ
、
伊
勢
公
卿
勅
使
の
重
要
な
仕
事
と
し
て
以
前
に
伊
勢
公
卿
勅
使
の
経
験
を

　
持
つ
公
卿
の
と
こ
ろ
へ
行
き
前
例
を
尋
ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
戸
聞
芳
実
「
熊
野
・
伊
勢
へ
の
旅
隔
（
州
中
右
記
　
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
㎞

　
そ
し
え
て
　
　
九
七
九
年
）

⑦
師
輔
は
前
年
二
月
に
参
議
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年
は
固
い
物
忌
の
た
め
に
荷
前

　
使
を
奉
仕
し
な
か
っ
た
こ
と
が
『
九
暦
㎞
承
平
五
年
（
九
三
五
）
一
二
月
二
五
日

　
条
か
ら
わ
か
る
。
資
平
は
前
年
三
月
に
参
議
と
な
っ
た
が
こ
の
年
は
荷
前
使
と
な

　
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
『
小
右
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
＝
一
月
二
七
日
条
か

　
ら
わ
か
る
。

⑧
『
江
家
次
第
』
巻
～
二
伊
勢
公
卿
勅
使

⑨
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
に
実
房
が
伊
勢
公
卿
勅
使
と
な
っ
た
際
、
哀
筆
宣
命

　
や
宝
物
の
扱
い
を
蔵
人
に
尋
ね
て
い
る
こ
と
が
『
愚
昧
陶
工
よ
り
確
認
で
き
る
。

⑩
三
橋
正
「
摂
関
期
の
春
日
祭
一
特
に
脚
高
と
出
立
儀
・
還
饗
に
つ
い
て

　
I
l
」
（
開
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
二
〇
〇
〇
年
　
初
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出
｝
九
八
六
年
）
、
丸
山
裕
美
子
「
平
安
時
代
の
国
家
と
賀
茂
祭
一
賀
茂
祓
祭

　
料
と
祭
除
目
を
中
心
に
…
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
三
三
九
　
一
九
九
〇
年
）

⑪
井
原
今
朝
男
「
中
世
国
家
の
儀
礼
と
国
役
・
公
事
」
（
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家

　
政
㎞
校
倉
書
房
　
一
九
九
五
年
初
出
一
九
八
六
年
）
、
遠
藤
基
郎
「
十
～
十
二

　
世
紀
に
お
け
る
国
家
行
事
運
営
構
造
の
一
断
面
－
五
節
舞
姫
献
上
を
め
ぐ
る
家

　
の
国
家
行
事
関
与
の
分
析
－
」
（
『
歴
史
歴
七
四
　
　
九
九
〇
年
）
、
「
摂
関
家
家

　
政
機
関
と
諸
国
所
課
」
（
百
本
史
研
究
』
三
三
二
　
一
九
九
〇
年
）
、
佐
藤
泰
弘

　
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転
回
」
（
糊
日
本
史
研
究
一
三
九
二

　
一
九
九
五
年
）

⑫
咽
延
喜
伊
勢
太
神
宮
式
㎞

⑬
別
貢
幣
に
お
け
る
財
の
負
担
は
、
山
陵
で
の
祭
祀
参
加
入
数
か
ら
考
え
て
そ
れ

　
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
問
題
は
負
担
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
朝
廷

三
　
荷
前
別
貢
幣
儀
式
の
成
立
時
期

　
や
諸
司
な
ど
國
家
機
関
か
ら
財
が
供
出
さ
れ
ず
祭
使
自
ら
が
な
か
ば
義
務
と
し
て

　
恒
例
的
に
財
を
出
す
こ
と
に
あ
る
。

⑭
開
類
従
三
代
格
』
巻
一
九
禁
綱
事
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
四
月
二
五
日
太

　
政
官
符

⑮
三
善
清
行
意
見
十
二
箇
条
の
中
に
「
機
縁
二
政
実
舶
弘
仁
・
承
和
二
代
、
尤
好
二

　
内
寵
柵
故
、
遍
令
三
諸
家
択
二
進
生
壁
↓
即
以
為
、
選
納
之
便
也
、
諸
家
僥
二
倖
天

　
恩
一
不
レ
顧
二
面
二
一
尽
レ
財
破
産
、
競
以
再
進
」
と
あ
っ
て
、
九
世
紀
前
半
に

　
「
諸
家
」
が
財
を
尽
く
し
競
っ
て
舞
姫
を
献
上
し
て
い
た
。
門
諸
家
」
は
そ
の
前

　
の
文
章
に
見
え
る
門
権
貴
之
家
」
と
同
じ
も
の
で
、
後
に
舞
姫
献
上
が
公
卿
と
女

　
御
に
捌
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
諸
家
」
と
は
公
卿
ク
ラ
ス
の
こ
と

　
で
あ
ろ
う
。
遠
藤
基
郎
前
掲
⑪
論
文
参
照
。

　
こ
の
章
で
は
上
記
の
よ
う
な
荷
前
別
行
幣
儀
式
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
服
藤
は
天
平
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
七
二
九
）
の
「
諸
大
骨
」
と
あ
る
記
事
や
国
忌
と
対
応
す
る
陵
墓
が
見
え
る
こ
と
か
ら
励
貢
幣
儀
式
の
成
立
を
八
世
紀
中
葉
の
聖
土
鍋
頃
と

し
た
。
国
忌
と
別
貢
幣
は
九
世
紀
以
降
の
史
料
に
対
と
な
っ
て
現
れ
る
場
合
が
多
く
、
別
貢
幣
の
加
除
と
国
忌
の
加
除
が
対
応
す
る
こ
と
も
周

　
　
　
　
　
　
　
②

知
の
こ
と
で
あ
る
。
国
忌
・
別
貢
幣
の
設
置
抱
否
の
初
見
で
あ
る
淳
和
の
遺
詔
に
お
い
て
も
、

　
　
　
又
国
忌
者
、
錐
三
義
在
二
追
遠
納
而
絆
二
苦
有
司
叩
又
聞
党
分
二
野
畠
【
号
日
一
　
荷
前
ハ
論
二
之
幽
明
ハ
有
レ
煩
無
レ
益
。
益
須
レ
停
状
、
必
達
二
朝
家
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
国
忌
と
荷
前
（
別
貢
幣
）
は
対
と
な
っ
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
国
恩
と
の
関
係
か
ら
別
貢
幣
の
成
立

を
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
淳
和
の
遺
詔
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。
淳
和
は
、
国
忌
に
は
追
遠
の
意
味
が
あ
る
が
有
司
を
絆
苦
さ
せ
る
も
の
で
、
一
方
荷
前
は
年
末
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に
線
吊
を
分
か
つ
こ
と
を
荷
前
と
い
う
と
し
て
、
煩
い
ば
か
り
で
益
の
な
い
こ
と
と
し
、
並
び
に
停
止
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は

国
忌
は
「
絆
二
選
有
司
こ
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
『
延
喜
式
部
省
式
・
下
』
に
は
国
忌
に
参
会
す
べ
き
官
人
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
司
の
五
位
以
上
一
人
と
六
位
以
下
一
人
・
寮
以
上
の
官
司
の
史
生
～
人
・
散
位
の
五
位
以
上
が
国
忌
が
開
催
さ
れ
る
寺
へ

行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
『
太
政
官
式
』
は
東
西
両
三
の
国
忌
に
関
し
て
参
議
以
上
一
人
、
弁
・
外
記
・
総
出
一
人
と
い
う
行
事
執
行
者
の
参

加
を
記
す
。
『
儀
綱
令
嚇
に
は
国
忌
日
を
壮
美
と
す
る
規
定
が
あ
り
、
藤
堂
か
ほ
る
は
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
特
に
国
忌
日
の
廃
務
は
、
特

定
の
先
帝
の
存
在
を
全
官
人
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
律
令
国
家
段
階
の
先
帝
意
識
の
形
成
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
④

る
」
と
述
べ
る
。
国
忌
は
全
官
司
が
参
加
し
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
国
忌
の
創
始
は
持
統
が
行
な
っ
た
天
武
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

周
忌
に
求
め
ら
れ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
天
武
の
葬
礼
は
僧
侶
を
含
め
た
大
規
模
な
も
の
で
、
国
忌
は
官
人
全
体
で
天
皇
の
追
善
供
養
を
行
な

う
こ
と
に
意
義
が
あ
σ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
荷
前
黒
髪
幣
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
諸
官
人
を
介
さ
な
い
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
が
と
ら
れ
、
天
皇
の
個
人
的
側
面
が

強
く
現
れ
る
祭
祀
で
あ
り
、
儀
場
に
参
入
す
る
の
も
荷
前
使
・
天
皇
の
近
臣
・
武
官
な
ど
わ
ず
か
な
官
司
だ
け
で
、
決
し
て
全
て
の
官
司
が
参

加
す
る
祭
祀
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
淳
和
の
遺
詔
の
中
で
国
忌
に
対
し
て
の
み
「
絆
二
苦
有
司
こ
と
い
う
語
句
が
あ
る
の
も
こ
の
こ
と
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。
服
藤
が
別
貢
幣
儀
式
の
成
立
を
八
世
紀
中
葉
と
し
た
根
拠
は
、
亮
日
と
は
異
な
る
＝
　
月
の
国
忌
設
置
に
関
し
て
、
「
一
二

月
に
勅
が
出
さ
れ
た
の
は
、
国
忌
と
対
応
す
る
「
別
記
幣
」
対
象
陵
へ
の
編
入
で
あ
っ
た
」
と
理
解
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
一
方
が
全
官
司
の

参
加
す
る
追
善
儀
式
で
あ
り
、
～
方
が
天
皇
親
祭
の
儀
式
で
あ
る
と
い
う
儀
式
形
態
の
大
き
な
差
異
に
注
目
す
れ
ば
、
国
忌
の
設
置
記
事
か
ら

別
品
幣
の
存
在
を
推
測
す
る
と
い
う
方
法
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
嘉
日
と
は
異
な
る
　
二
月
に
国
忌
の
設
置
が
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
配
慮
す
べ
き
だ
が
、
国
忌
設
置
と
同
時
に
そ
の
墓
（
御
墓
）
が
陵
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
令
制
で
は
陵
と
墓
は
明
確

に
区
別
さ
れ
墓
は
荷
前
（
常
幣
）
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
記
事
も
国
忌
を
設
置
す
る
と
同
時
に
墓
を
陵
に
格
上
げ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

常
幣
の
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
「
諸
大
陵
」
へ
の
臨
時
祭
祀
に
し
て
も
、
全
山
陵
で
は
な
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い
「
諸
大
豊
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
接
別
貢
幣
の
成
立
と
結
び
付
く
必
然
性
は
な
く
、
臨
時
祭
測
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
こ
そ
祭
祀
対
象
を
限
定
し
た
と
も
考
え
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
た
服
藤
は
、
延
暦
一
〇
年
（
七
九
　
）
の
国
忌
整
理
の
記
事
は
宗
廟
祭
祀
の
導
入
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
を
通
じ
て
桓
武
は
自
己
の
直
接

祖
先
に
限
定
し
た
祖
先
祭
祀
を
創
始
し
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
ご
と
く
国
忌
と
荷
前
を
弁
別
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
事
の
中

で
宗
廟
祭
祀
と
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
が
荷
前
で
は
な
く
国
忌
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
で
は
宗
廟
と
国
忌
は
対
象
と
な

　
　
　
　
　
　
⑪

る
人
物
が
異
な
り
、
宗
廟
祭
祀
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
え
て
国
忌
を
対
応
さ
せ
た
こ
と
は
、
当
時
山
陵
が
宗
廟
と
対
応
す
る
も
の
と
明

確
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
事
実
、
桓
武
は
中
国
皇
帝
の
重
要
な
祭
祀
た
る
郊
祀
を
導
入
し
て
自
己
の
正
統
性
を
主
張
し

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
が
、
唐
で
は
鮪
節
が
皇
帝
親
祭
で
行
な
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
前
に
必
ず
太
廟
へ
の
告
祭
が
あ
る
の
に
対
し
、
桓
武
の
郊
祀
に
は
山
陵
告
祭
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

付
随
し
て
い
な
い
。
後
の
文
徳
に
よ
る
郊
祀
が
光
仁
陵
へ
の
告
祭
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
陵
祭
祀
が
明
確
な
形
で
宗
廟
祭
祀
と

類
似
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
は
、
桓
武
朝
よ
り
も
遅
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
輪
切
幣
を
拒
否
し
散
骨
を
命
じ
る
淳
和
の
特

急
を
受
け
た
藤
原
吉
野
は
「
山
陵
猶
二
宗
廟
一
也
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
別
貢
幣
と
宗
廟
祭
祀
と
の
対
応
関
係
が
想
定
で
き
る
が
、
そ
の

対
応
を
窺
え
な
い
桓
武
朝
ま
で
劉
貢
幣
の
成
立
を
遡
ら
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
服
藤
の
別
貢
幣
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
賛
同
し
得
な
い
部
分
が
存
在
す
る
。
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
時
期
を
特
定
す
る
に
は
、

や
は
り
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
儀
式
次
第
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　
荷
前
別
学
幣
の
特
徴
は
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
の
も
と
で
荷
前
使
が
発
遣
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
出
御
は
『
年
中
行
事
秘

抄
』
所
望
「
弘
仁
式
」
に
「
天
皇
二
二
便
殿
「
礼
拝
奉
レ
班
」
と
あ
り
、
ま
た
弘
仁
一
一
年
（
八
二
〇
）
に
「
其
朕
大
小
諸
神
事
及
季
冬
奉
二
幣
諸

　
　
　
　
　
　
⑮

陵
の
則
用
二
羅
衣
一
］
と
荷
前
時
の
天
皇
の
服
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
ま
で
に
天
皇
の
出
御
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ

れ
以
前
の
史
料
に
出
御
の
存
在
を
示
す
も
の
は
な
い
が
、
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
の
乙
牟
漏
陵
の
崇
に
対
し
て
嵯
峨
は
、
「
朕
情
所
レ
敬
唯
在
一
　
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

陵
二
心
有
司
不
レ
勤
　
督
察
【
致
二
斯
唇
徴
」
と
母
の
山
陵
を
敬
っ
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
に
は
出
御
が
あ
っ
た
可
能
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荷前別貢幣の成立（吉江）

性
が
高
い
。

　
別
忍
泣
に
お
い
て
公
卿
は
侍
従
的
要
素
を
持
ち
主
催
者
側
に
あ
っ
て
使
と
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
公
卿
の
参
加
は
い
つ
ま
で
遡
れ
る
の
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
か
。
臨
時
祭
紀
に
お
け
る
公
卿
派
遣
の
初
見
は
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
天
智
陵
に
派
遣
さ
れ
た
中
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
、
こ
の
時
の
山
陵
告
祭
で
は
他
に
施
基
陵
と
光
仁
陵
へ
使
が
派
遣
さ
れ
る
が
い
ず
れ
も
公
卿
の
派
遣
で
は
な
く
、
ま
た
施
基
陵
に
は
治
部
卿

が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
常
幣
に
窺
え
る
よ
う
な
喪
葬
儀
礼
に
繋
が
る
要
素
が
な
お
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
公
卿
の
派
遣
が
確
認
で
き
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
桓
武
陵
へ
の
参
議
藤
原
緒
嗣
の
派
遣
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
臨
時
祭
祀
に
お
い
て
は
公
卿
の
派
遣
が
定
例
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
、
公
卿
以
外
の
派
遣
は
使
の
名
が
確
認
で
き
る
事
例
の
一
割
に
も
満
た
な
く
な
る
。
臨
時
祭
祀
に
お
い
て
公
卿
の
使
が
定
式
化
す
る
の
は
弘

仁
元
年
が
画
期
と
な
っ
て
い
る
。

　
恒
例
祭
祀
た
る
荷
前
別
製
幣
の
公
卿
派
遣
に
つ
い
て
は
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）
の
宣
旨
で
参
議
以
上
も
し
く
は
非
参
議
三
位
以
上
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
規
定
し
て
い
る
の
が
最
も
早
い
が
、
こ
の
宣
旨
は
淳
和
朝
に
お
け
る
別
買
幣
対
象
陵
墓
の
入
れ
替
え
が
主
旨
で
あ
り
、
公
卿
の
派
遣
自
体
は

お
そ
ら
く
こ
れ
以
前
に
ま
で
遡
る
。
『
類
聚
符
宣
抄
』
三
四
、
帝
皇
（
荷
前
）
に
載
る
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
一
二
月
一
五
日
宣
旨
が
極
め
て
重

要
と
考
え
る
。

　
　
参
議
秋
篠
謬
安
人
宣
・
承
前
之
例
供
奮
前
使
出
位
里
外
記
所
レ
定
・
今
被
二
薙
駆
難
解
以
後
中
務
省
点
定
永
為
二
恒
例
者
・
鯉
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
タ
晶
．
一
ロ

　
　
翻
結

こ
の
宣
旨
に
よ
っ
て
四
位
・
五
位
の
荷
前
使
は
外
記
で
は
な
く
中
務
省
が
点
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
北
康
宏
は
こ
の
宣
旨
に
触
れ
て
、
「
こ
の

改
正
は
四
位
五
位
の
使
の
点
定
を
大
舎
人
の
使
の
任
命
を
掌
る
中
務
省
に
譲
り
一
本
化
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
制
度
の
強
化
と
い
う
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
任
命
手
続
き
の
合
理
化
に
契
機
が
あ
る
」
と
す
る
が
、
『
儀
式
』
で
は
参
議
以
上
の
使
は
大
臣
が
、
次
侍
従
以
上
と
内
舎
人
・
大
舎
人
は
中

務
省
が
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
宣
旨
は
四
位
・
五
位
の
使
を
申
務
省
管
掌
下
の

侍
従
・
次
侍
従
に
限
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
捉
え
る
の
が
よ
い
。
四
位
の
参
議
の
点
定
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
も
の
の
、
基
本
的
に
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は
五
位
以
上
の
使
を
三
位
以
上
の
公
卿
と
四
位
・
五
位
の
侍
従
・
次
侍
従
と
に
分
け
、
両
者
を
派
遣
す
る
と
い
う
制
度
が
こ
の
時
点
で
確
立
し

た
と
い
え
よ
う
。

　
延
暦
一
六
年
目
七
九
七
）
に
は
、
土
師
氏
が
喪
葬
儀
礼
を
専
ら
に
携
わ
る
制
度
を
改
め
、
彼
ら
が
担
っ
て
き
た
荷
前
に
つ
い
て
も
「
省
宜
下
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

知
、
年
終
幣
使
者
、
依
二
治
部
省
移
ハ
差
蔭
子
孫
・
散
位
・
位
子
等
【
充
ケ
之
」
と
い
う
太
政
官
符
が
出
さ
れ
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

式
部
省
が
治
部
省
移
に
よ
り
蔭
子
孫
等
の
中
か
ら
荷
前
使
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
弘
仁
四
年
宣
旨
の
よ
う
な
太
政
官
や
中
務
省
が
点
物

す
る
の
と
大
き
く
相
違
し
、
治
部
省
が
管
轄
し
て
い
る
こ
と
か
ら
常
磁
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
。
常
法
荷
前
使
は
土
師
氏
か
ら

蔭
子
孫
以
下
が
担
う
も
の
へ
と
変
更
さ
れ
、
北
が
い
う
よ
う
に
、
『
延
喜
太
政
官
式
』
の
「
影
響
幣
者
、
（
中
略
）
其
使
者
、
中
務
・
式
部
差
定

移
回
送
治
部
こ
と
い
う
規
定
や
『
延
喜
中
務
省
式
嚇
の
「
凡
供
二
諸
陵
幣
｝
使
大
舎
人
者
、
依
二
治
部
中
品
令
三
広
量
浦
賀
移
二
送
歴
名
こ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

規
定
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
七
世
紀
末
以
来
行
な
わ
れ
て
き
た
常
幣
は
こ
の
時
点
で
制
度
上
の
確
立
を
見
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き

は
、
こ
の
太
政
官
符
で
治
部
省
管
轄
の
常
幣
荷
前
使
の
み
を
「
年
隔
意
使
」
と
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
延
暦
一
六
年
の
時

点
で
は
別
群
竹
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
弘
仁
四
年
宣
旨
が
「
承
前
之
例
」
と
し
て
、
式
部
省
や
中
務
省
で
は
な
く
外
記
が

定
め
る
五
位
以
上
の
使
の
存
在
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
弘
仁
四
年
正
月
七
日
宣
旨
に
も
「
献
山
陵
落
下
五
位
已
上
不
参
者
」
と
あ
っ
て
五
位
以

上
の
参
加
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
延
暦
＝
ハ
年
か
ら
弘
仁
四
年
の
間
で
五
位
以
上
が
恒
常
的
に
参
加
す
る
別
意
幣
は
成
立
し
、
弘

仁
四
年
に
お
い
て
公
卿
と
侍
従
・
次
侍
従
の
派
遣
と
い
う
制
度
が
確
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　
荷
前
別
貢
幣
を
支
え
た
の
は
公
卿
全
体
の
主
体
的
な
奉
仕
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
公
卿
全
体
に
侍
従
的
要
素
が
付
加
さ

れ
、
し
か
も
公
卿
と
侍
従
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
制
度
が
成
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。
『
延
喜
中
務
省
式
』
で
は
、
「
凡
次
侍
従
員
百
人
為
レ
限
。

鉦
繍
灘
軌
以
孝
心
韻
聖
」
と
狭
義
の
次
侍
従
の
中
に
正
侍
従
は
含
ま
れ
る
が
公
卿
は
含
ま
れ
ず
、
侍
従
と
公
卿
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
ざ

わ
ざ
公
卿
に
言
及
し
て
お
り
、
公
卿
は
広
義
の
次
侍
従
の
中
に
含
ま
れ
侍
従
的
要
素
を
持
っ
て
い
た
。
問
題
は
こ
の
規
定
が
い
つ
ま
で
遡
れ
る

か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
公
卿
は
多
く
の
場
合
兼
官
を
持
っ
て
お
り
、
侍
従
も
そ
う
し
た
兼
官
の
一
つ
で
、
公
卿
と
侍
従
が
区
別
さ
れ
る
必
然
性
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は
存
在
し
な
か
っ
た
。
事
実
、
八
世
紀
に
は
公
卿
が
侍
従
を
兼
帯
す
る
例
が
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る
。
（
図
2
）
し
か
し
、
大
同
二
年
（
八
〇

七
）
に
四
人
の
公
卿
が
侍
従
に
任
命
さ
れ
て
以
降
は
、
公
卿
が
侍
従
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
九
世
紀
末
ま
で
全
く
見
ら
れ
な
く
な
り
、
～
○
世
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紀
初
頭
以
降
も
公
卿
の
侍
従
兼
帯
は
五
〇
年
以
上
窺
え
な
い
。

　
宇
多
・
醍
醐
朝
に
お
い
て
は
公
卿
の
他
に
蔵
人
も
侍
従
を
兼
帯
す
る
例
が
多
い
（
図
3
）
。
こ
の
時
期
は
、
天
皇
の
私
的
機
関
た
る
蔵
人
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
内
蔵
寮
な
ど
の
内
廷
官
司
を
兼
帯
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
蔵
人
式
」
の
成
立
や
一
上
を
蔵
人
所
別
当
と
す
る
な
ど
蔵
人
所
は
規
模
の
面
で
も

拡
充
整
備
さ
れ
、
公
的
機
関
へ
と
権
力
を
拡
大
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
私
的
機
関
で
あ
っ
た
蔵
人
所
が
公
的
機

関
へ
移
行
す
る
過
程
で
、
天
皇
の
公
的
伺
候
者
と
し
て
の
侍
従
を
兼
帯
す
る
の
が
有
効
と
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
で
き
よ
う
。
源
昇
が
侍
従
に
就

い
た
ま
ま
五
位
蔵
人
↓
蔵
人
頭
↓
参
議
へ
と
昇
進
し
た
こ
と
や
藤
原
菅
根
が
蔵
人
頭
か
ら
参
議
に
な
っ
て
も
侍
従
を
兼
帯
し
続
け
た
こ
と
か
ら
、

公
卿
の
侍
従
兼
帯
も
そ
う
し
た
蔵
人
の
侍
従
兼
帯
の
延
長
線
上
で
捉
え
ら
れ
、
内
廷
機
関
の
再
構
築
と
い
う
こ
の
時
期
特
有
の
現
象
だ
っ
た
と

考
え
る
。
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一
〇
世
紀
後
葉
以
降
の
公
卿
の
侍
従
兼
帯
に
つ
い
て
は
、
宇
多
・
醍
醐
朝
の
よ
う
な
蔵
人
の
侍
従
兼
帯
が
伴
わ
ず
、
さ
ら
に
非
常
に
長
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
た
っ
て
侍
従
を
兼
帯
す
る
例
が
あ
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
す
で
に
昇
殿
制
が
確
立
し
次
侍
従
制
は
以
前
に
比
し
て
意
味
を
な
さ
な
く
な
り
、

侍
従
の
権
力
は
格
段
に
低
下
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宇
多
・
醍
醐
朝
の
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
こ
の
時
期
に
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
ず
、
騨
官
職
秘
抄
』
が
侍
従
に
つ
い
て
「
又
可
レ
然
大
中
納
言
・
参
議
兼
レ
之
」
と
す
る
よ
う
な
慣
例
化
し
た
公
卿
の
侍
従
兼
帯
が
現
れ
る

に
す
ぎ
な
い
。
九
世
紀
初
頭
以
降
一
〇
世
紀
中
葉
ま
で
、
途
中
宇
多
・
醍
醐
朝
と
い
う
特
殊
な
時
期
を
は
さ
む
も
の
の
基
本
的
に
は
公
卿
の
侍

従
兼
帯
は
な
く
な
り
、
公
卿
と
侍
従
が
区
別
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
五
月
に
は
参
議
の
号
が
廃
さ
れ
観
察
使
が
設
置
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
参
議
の
職
事
官
化
が
大
幅
に
進
展
し
、

お
そ
ら
く
そ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ま
で
比
較
的
広
い
階
層
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
公
卿
と
い
う
語
が
参
議
以
上
に
限
定
さ
れ
、
平
安
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
公
卿
制
が
確
立
す
る
。
公
卿
の
侍
従
兼
帯
の
実
質
的
な
最
後
に
あ
た
る
大
同
二
年
八
月
の
公
卿
の
侍
従
任
命
は
、
太
政
官
上
位
者
を
侍
従
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

任
命
し
、
天
皇
と
太
政
官
と
の
関
係
を
緊
密
に
し
た
も
の
で
、
公
卿
制
が
確
立
し
て
い
く
過
程
で
議
政
官
は
侍
従
的
要
素
を
付
加
さ
れ
た
。
そ

し
て
大
同
二
年
に
侍
従
と
な
っ
た
公
卿
の
侍
従
兼
帯
が
確
認
で
き
な
く
な
る
弘
仁
初
年
以
降
、
公
卿
と
侍
従
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
四
位
・
五
位
を
侍
従
・
次
侍
従
と
し
三
位
以
上
の
公
卿
と
は
区
別
し
て
点
定
す
る
弘
仁
四

年
宣
旨
が
あ
る
。
荷
前
別
貢
幣
は
、
こ
の
宣
旨
に
よ
っ
て
使
限
定
の
上
で
一
応
の
完
成
を
見
、
主
催
者
側
に
立
つ
公
卿
の
派
遣
の
意
義
が
一
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
は
近
処
へ
の
荷
前
使
は
当
日
中
に
返
事
を
申
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

閾
怠
の
禁
令
が
弘
仁
四
年
（
八
；
～
）
以
降
に
現
れ
始
め
る
な
ど
弘
仁
年
間
に
野
望
幣
は
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
天
皇
の
出
御
や
公
卿
の
様
相
か
ら
、
別
貢
幣
の
成
立
を
一
応
弘
仁
初
年
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
な
ら
ば
、
前
に

公
卿
の
山
陵
派
遣
が
臨
時
祭
祀
に
お
い
て
定
式
化
す
る
と
し
た
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
嵯
峨
に
よ
る
桓
武
陵
告
祭
は
重
要
と
な
ろ
う
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
薬
子
の
変
異
の
山
陵
使
派
遣
で
あ
り
、
告
文
に
は
平
城
の
名
は
直
接
は
出
さ
れ
ず
平
城
個
人
へ
の
批
判
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
た
が
、
嵯
峨

に
よ
る
平
城
朝
批
判
を
含
む
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
嵯
峨
は
自
己
の
正
当
性
を
桓
武
陵
へ
急
使
す
る
こ
と
で
表
明
し
た
。
そ
の
後
嵯
峨
は
桓
武
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⑯

の
後
継
者
と
し
て
政
策
を
進
め
る
の
で
あ
り
、
こ
の
山
陵
遣
使
は
嵯
峨
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
別
貢
幣
が
弘
仁
年
間
に
整

備
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
併
せ
る
と
、
天
皇
の
個
人
的
側
面
が
現
れ
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
を
持
つ
荷
前
別
事
幣
が
そ
う
し
た
嵯
峨
に

よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
以
上
よ
り
本
稿
で
は
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
を
弘
仁
初
年
に
求
め
得
る
と
考
え
る
。

24　（24）

①
㎎
本
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
八
月
癸
亥
（
五
）
条

②
中
村
一
郎
「
国
忌
の
廃
置
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
二
～
九
五
二
年
）

③
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
五
月
辛
目
（
六
）
条

④
藤
堂
か
ほ
る
「
律
令
国
家
の
国
忌
と
廃
務
…
八
世
紀
の
先
帝
意
識
と
天
智
の

　
位
置
づ
け
一
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
闘
三
〇
　
一
九
九
八
年
　
二
頁
）

⑤
百
本
書
紀
隔
持
統
元
年
（
六
八
七
）
九
月
庚
午
（
九
）
条

⑥
　
安
井
良
三
「
天
武
天
皇
の
葬
礼
考
l
I
州
日
本
書
紀
㎞
記
載
の
仏
教
関
連
記
事

　
一
」
（
凹
日
本
書
紀
研
究
隔
一
　
一
九
六
四
年
）

⑦
服
藤
が
あ
げ
た
史
料
三
六
誹
罐
子
領
脚
四
年
（
七
六
〇
）
三
月
戊

　
辰
（
～
二
）
条
の
「
太
皇
太
后
、
皇
太
后
御
墓
者
、
自
今
以
後
並
称
二
山
陵
叩
其

　
忌
日
夏
蝉
入
工
国
忌
例
ハ
設
斎
如
レ
式
」
と
い
う
も
の
と
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橡
姫
）

　
年
（
七
七
一
）
＝
一
月
丁
卯
（
～
五
）
条
の
「
先
批
紀
氏
未
レ
追
回
尊
号
ゆ
自
今
以

　
後
宜
レ
奉
レ
二
二
皇
太
后
崎
三
層
者
称
二
山
陵
↓
其
忌
日
者
亦
入
戸
国
忌
例
↓
設
斎
如

　
レ
式
扁
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
御
墓
の
山
陵
へ
の
格
上
げ
と
同
時
に
国
忌
の
設
置
が

　
行
な
わ
れ
て
い
る
。

⑧
噸
喪
葬
令
集
解
』
先
皇
陵
条
の
古
詑
で
は
「
除
二
即
位
尊
者
以
外
、
皆
悉
称

　
レ
墓
」
と
し
て
三
后
や
太
子
で
あ
っ
て
も
陵
と
は
称
さ
れ
な
い
と
す
る
。
荷
前
は

　
「
祭
二
陵
霊
胴
」
（
『
職
員
令
義
解
』
諸
陵
司
条
）
も
の
で
陵
と
な
っ
て
始
め
て
荷
前

　
（
常
幣
）
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
荷
前
が
別
貢
幣
と
考
え
る
必
然
性
は

　
な
い
。

⑨
伊
藤
循
は
前
掲
は
じ
め
に
①
論
文
に
お
い
て
、
同
じ
条
文
に
あ
る
諸
陵
司
の
寮

　
へ
の
格
上
げ
か
ら
常
幣
の
成
立
を
こ
の
時
期
に
お
く
。
常
磐
の
成
立
時
期
に
つ
い

　
て
は
、
北
康
宏
前
掲
は
じ
め
に
④
論
文
、
及
び
「
大
化
二
年
三
月
甲
申
詔
の
葬
制

　
に
つ
い
て
」
（
㎎
続
日
本
紀
研
究
』
三
一
〇
　
一
九
九
七
年
遅
で
の
成
果
も
踏
ま
え

　
な
お
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
う
し
た
伊
藤
の
見
解
か
ら
は
こ
の
条
文
の
服

　
藤
の
解
釈
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
。

⑩
『
続
日
本
紀
』
延
暦
｝
○
年
（
七
九
～
）
三
月
癸
未
（
二
三
）
条

⑪
藤
堂
か
ほ
る
前
掲
④
論
文

⑫
林
陸
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」
（
山
中
裕
編
㎎
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』

　
歴
史
編
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
～
年
）

⑬
中
国
の
宗
廟
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
「
中
国
の
皇
帝
鯖
1
と
く
に
唐

　
代
の
皇
帝
祭
祀
を
中
心
に
…
」
（
噸
講
座
　
前
近
代
の
天
皇
歴
五
　
青
木
書
店

　
一
九
九
五
年
）
等
の
金
子
の
一
連
の
研
究
を
参
照
。

⑭
開
文
徳
実
録
』
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
＝
月
辛
酉
（
二
二
）
条

⑮
期
日
本
紀
略
暁
弘
仁
＝
年
（
八
二
〇
）
二
月
養
君
（
二
）
条

⑯
『
類
聚
国
史
』
巻
三
六
弘
仁
七
年
（
八
～
六
）
六
月
壬
戌
（
二
八
）
条

⑰
　
　
『
撹
乱
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
一
〇
理
窟
午
（
八
）
条

⑱
こ
の
記
事
に
見
え
る
田
原
山
陵
は
光
仁
陵
で
は
な
く
施
基
陵
に
、
後
佐
保
山
陵

　
は
聖
武
陵
で
は
な
く
第
一
次
光
仁
陵
に
比
定
す
る
の
が
よ
い
。
吉
川
真
司
「
後
佐

　
保
山
陵
扁
（
一
九
九
九
年
度
読
史
会
大
会
報
告
）
参
照
。

⑲
魍
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
九
月
丁
未
（
｝
○
）
条

⑳
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
以
降
、
九
世
紀
に
お
け
る
臨
時
祭
祀
の
公
卿
以
外
の
派



荷前別貢幣の成立（吉江）

　
遣
は
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
一
〇
月
五
日
の
右
京
大
夫
藤
原
諸
成
と
散
位
春
原
末

　
継
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
五
月
二
五
日
の
右
大
弁
清
原
植
立
、
貞
観
｝
七
年

　
（
八
七
五
）
七
月
三
B
の
民
部
大
輔
潔
世
王
、
元
慶
四
年
（
八
八
○
）
二
月
五
日

　
の
左
兵
衛
佐
源
湛
の
わ
ず
か
四
件
五
例
で
あ
る
。
こ
の
間
臨
時
祭
祀
に
お
い
て
派

　
遣
さ
れ
た
使
の
名
が
わ
か
る
事
例
は
四
八
件
六
八
例
あ
り
、
公
卿
以
外
の
派
遣
は

　
～
割
に
も
満
た
な
い
。
さ
ら
に
右
の
事
例
は
、
源
湛
が
派
遣
さ
れ
た
桓
武
陵
以
外

　
は
全
て
大
和
国
へ
の
派
遣
で
あ
り
、
ま
た
嘉
祥
三
年
の
例
で
は
他
の
六
陵
に
対
し

　
て
全
て
公
卿
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
斉
衡
三
年
と
元
慶
四
年
は
そ
の
前
後
に

　
関
連
し
た
理
由
で
公
卿
が
何
度
か
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

　
公
卿
以
外
の
派
遣
が
極
め
て
特
殊
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
四
塩
煙
（
荷
前
）
天
長
元
年
（
八
二
四
）
一
二
月
一

　
⊥
ハ
日
膚
旦
旨
日

⑫
　
北
康
宏
前
掲
は
じ
め
に
④
論
文
（
六
六
頁
）

⑬
　
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
二
　
諸
道
拝
公
文
事
　
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
）
四
月

　
二
三
日
太
政
官
符

⑳
　
荷
前
常
幣
使
（
陵
墓
預
入
）
と
陵
戸
と
が
相
違
す
る
と
し
た
北
の
見
解
は
賛
同

　
し
得
る
も
の
で
、
班
幣
の
儀
式
次
第
に
お
い
て
も
諸
陵
寮
に
率
い
ら
れ
た
陵
戸
は

　
大
蔵
省
と
と
も
に
幣
物
の
準
備
・
設
置
を
行
な
っ
て
お
り
、
治
部
省
掌
に
率
い
ら

　
れ
参
入
す
る
使
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
延
暦
一
六
年

　
の
太
政
官
符
は
大
舎
人
派
遣
を
明
記
し
な
い
が
、
そ
れ
は
式
部
省
宛
の
官
符
だ
か

　
ら
で
あ
り
、
大
舎
人
に
関
し
て
も
別
の
中
務
省
宛
の
官
符
で
規
定
さ
れ
た
と
推
測

　
す
る
。

⑮
　
　
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
四
　
帝
皇
（
荷
前
）

⑳
　
永
田
和
也
門
「
次
侍
従
」
に
つ
い
て
」
（
剛
延
喜
式
研
究
㎞
＝
一
　
｝
九
九
六
年
）

⑳
　
玉
井
力
「
九
・
十
世
紀
の
蔵
入
所
に
関
す
る
一
考
察
一
内
廷
経
済
の
中
枢
と

　
し
て
の
側
面
を
中
心
に
一
」
（
闘
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
　
二
〇

　
〇
〇
年
　
初
出
一
九
七
五
年
）

⑱
　
渡
辺
直
彦
「
蔵
人
所
別
当
に
つ
い
て
扁
（
『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究

　
増
訂
版
』
吉
州
弘
文
館
　
一
九
七
八
年
　
初
出
一
九
七
〇
年
）

⑳
古
瀬
奈
津
子
前
掲
第
一
章
⑮
論
文

⑳
虎
尾
達
哉
『
日
本
古
代
の
参
議
制
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
八
年
）

⑳
笹
山
晴
生
「
く
ぎ
ょ
う
（
公
卿
）
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
　
～
九
八

　
四
年
）

⑳
　
望
月
一
樹
「
平
城
朝
に
お
け
る
侍
従
任
命
に
つ
い
て
－
l
I
大
同
二
年
八
月
十
四

　
日
任
命
を
中
心
に
1
扁
（
蝋
駒
沢
史
学
』
三
六
　
～
九
八
七
年
）

⑳
　
　
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
四
、
蔓
立
（
荷
前
）
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
＝
一
月
一
七

　
日
宣
旨
。
こ
の
返
事
と
は
『
江
家
次
第
睡
等
が
「
畢
次
官
帰
参
、
就
二
内
侍
所

　
申
二
供
了
由
一
」
と
記
す
も
の
と
同
じ
と
考
え
る
。

⑭
　
　
魍
類
聚
符
宣
抄
』
巻
四
、
帝
皇
（
荷
前
）
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
正
月
七
日
宣

　
旨

⑳
橋
本
義
彦
7
薬
玉
の
変
”
私
考
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
　
一
九
八
六
年

　
初
出
一
九
八
四
年
）

⑳
　
例
え
ば
嵯
峨
朝
に
お
け
る
蝦
夷
征
討
戦
争
は
、
桓
武
官
が
や
り
残
し
た
こ
と
と

　
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
州
弘
仁
二
年
（
八
一
～
）
＝
一
月

　
甲
戌
（
一
三
）
条

（25）25



四
　
弘
仁
年
間
に
お
け
る
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
展
開

26 （26）

　
荷
前
別
刷
幣
は
、
公
卿
制
の
確
立
と
と
も
に
公
卿
に
対
し
て
侍
従
的
要
素
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
成
立
す
る
が
、
同
様
な
事
情

を
背
景
と
し
て
変
化
す
る
祭
祀
は
他
に
も
存
在
し
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
最
後
に
荷
前
別
置
幣
の
成
立
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
と

す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
六
月
と
一
二
月
の
月
次
祭
の
夜
に
混
和
院
議
嘉
殿
で
行
な
わ
れ
る
神
今
古
を
取
り
上
げ
た
い
。
（
図
4
参
照
）

　
別
貢
幣
と
神
硬
直
の
儀
式
上
の
類
似
点
は
、
ま
ず
第
副
に
親
王
・
公
卿
・
弁
・
少
納
言
以
下
が
打
掃
筥
・
坂
枕
・
御
者
を
持
っ
て
参
入
す
る

こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
超
群
殿
内
に
設
置
す
る
の
は
掃
部
寮
官
人
で
あ
る
か
ら
、
親
王
以
下
の
参
入
は
別
貢
幣
に
お
け
る
幣
の
案
の
設
置
の
よ

う
に
親
王
・
公
卿
以
下
の
奉
仕
を
可
視
的
に
表
現
す
る
儀
式
と
い
え
、
ま
た
『
儀
式
』
が
参
議
以
上
が
欠
け
れ
ば
侍
従
で
補
う
こ
と
を
記
す
こ

と
か
ら
、
親
王
・
公
卿
が
侍
従
的
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
第
二
に
神
嘉
殿
前
が
幌
幕
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
空
間
と
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
神
事
が
行
な
わ
れ
る
間
は
親
王
以
下
は
早
言
に
お
り
、
神
事
が
終
わ
っ
て
神
了
得
の
前
ま
で
参
入
し
て
お
り
、
別
貢
幣
同
様
諸
官

人
を
介
さ
な
い
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
で
神
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
第
三
に
神
今
食
は
新
嘗
祭
の
神
事
と
同
じ
儀
式
次
第
を
持
つ
が
、

㎎
職
員
令
集
解
』
神
祇
官
条
に
よ
れ
ば
大
嘗
祭
・
鎮
魂
祭
の
み
が
「
唯
此
二
思
者
、
是
殊
為
　
人
主
一
見
レ
免
田
群
庶
こ
と
あ
り
、
神
今
食
も
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

皇
の
み
が
行
な
い
得
る
祭
祀
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
神
智
食
は
儀
式
次
第
に
お
い
て
急
冷
幣
と
類
似
し
た
側
面
を
持
つ
が
、
こ
う
し
た
儀
式
次
第
は
当
初
よ
り
整
っ
て
い
た
も
の
で

は
な
く
弘
仁
年
間
に
確
立
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
弘
仁
一
〇
年
（
八
一
九
）
一
一
月
二
〇
日
宣
旨
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
参
議

以
下
が
た
だ
一
人
し
か
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
、
こ
の
年
の
新
嘗
祭
に
お
い
て
中
納
言
以
上
一
人
、
参
議
一
人
、
弁
二
人
が
参
加
す
る

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
延
喜
）

も
の
へ
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
宣
旨
に
は
見
え
な
い
親
王
の
参
加
も
、
『
北
山
抄
』
神
幸
食
事
所
業
の
置
文
に
「
同
十
六
年
、
親
王
不
参
。
納
一
醤

一
人
・
参
議
二
人
野
選
。
依
レ
無
一
親
王
一
箇
レ
仰
供
奉
。
後
日
、
外
記
駒
下
申
弘
仁
以
来
無
二
密
漁
一
由
鱒
事
理
失
誤
。
以
後
可
レ
改
云
々
」
と
あ
り
、

弘
仁
年
間
に
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
仁
一
〇
年
以
前
の
段
階
で
は
神
事
に
必
要
な
も
の
を
持
っ
て
参
入
す
る
と
い
う
儀
式
が
参
議



荷前別貢幣の成立（吉江）

以
下
一
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
ま
た
践
酢
大
嘗
祭
で
は
こ
の
よ
う
な
儀
式
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
公
卿
の
神
事
関
与

は
こ
の
時
点
で
始
ま
っ
た
と
考
え
る
。
親
王
の
参
加
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
の
親
王
の
地
位
や
役
割
と
と
も
に
あ
ら
た

め
て
考
察
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
神
軽
食
に
お
い
て
も
荷
前
別
貢
幣
と
同
様
、
弘
仁
年
間
に
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
に
侍
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
要
素
を
持
つ
公
卿
が
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
る

図4　神主土層和院装束図

北殿

東廊

東
舎（

大
膳
・
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等
官
井
井
卓
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座
）
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塀
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ロ
　
か
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ロ
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親
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卿
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路
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ψ
　
　
一
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潤@　　　　，

潤@　　　　ψ 中門

西
舎（

小
忌
親
王
以
下
弁
士
上
座
）

親王・公卿以下参入経路

の
で
あ
り
、
弘
仁
年
間
は
「
天
皇
親
祭
の
儀
式

形
態
」
が
確
立
す
る
画
期
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
平
安
初
期
の
祭
祀
に
対
し

て
律
令
祭
祀
は
い
か
な
る
特
色
を
持
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
前
に
見
た
『
職
員
令
集
解
臨
に

よ
れ
ば
大
嘗
祭
・
鎮
魂
祭
以
外
の
律
令
祭
紀
は

「
及
一
群
庶
一
」
ぶ
祭
祀
で
あ
っ
た
。
事
実
『
神

祇
令
』
に
よ
れ
ば
、
祈
年
祭
・
月
次
祭
は
百
官

が
神
祇
宮
に
集
ま
っ
て
行
な
わ
れ
、
大
祓
も
朱

雀
門
前
に
百
官
男
女
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
国
忌
に
し
て

も
百
官
が
集
ま
っ
て
追
善
す
る
こ
と
に
意
義
が

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
律
令
祭
祀
の
本
質
は
百
官

が
同
じ
場
所
へ
集
ま
り
、
全
体
で
国
家
の
安
泰

を
祈
願
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
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い
え
よ
う
。
ま
た
、
祈
年
祭
に
お
い
て
は
三
千
以
上
の
神
社
に
班
幣
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
中
央
政
府
と
地
方
と
の
上
下
関
係
の
み
か
ら
説
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
の
は
一
面
的
で
あ
り
、
朝
廷
と
諸
国
が
一
体
と
な
っ
て
直
管
を
行
な
う
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
っ
た
。
天
皇
も
以
上
の
よ
う
な
律
令
祭
祀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

姿
を
見
せ
な
い
も
の
の
、
大
祓
や
国
忌
で
は
百
官
と
同
じ
意
図
を
持
っ
た
儀
礼
が
宮
中
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
律
令
祭
祀
の
本
質

は
天
皇
・
百
密
・
諸
国
の
祭
祀
的
一
体
性
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
　
－

　
律
令
祭
祀
で
は
、
大
嘗
祭
と
鎮
魂
祭
と
い
う
天
皇
制
の
根
幹
に
関
わ
る
ご
く
一
部
の
祭
祀
だ
け
が
天
皇
の
み
を
対
象
と
し
た
祭
祀
で
あ
っ
た

が
、
平
安
初
期
以
降
に
そ
の
数
が
増
加
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
天
皇
と
百
官
が
同
様
な
儀
式
を
行
な
っ
て
き
た
大
祓
に
お
い
て
、
天
皇
の
み

を
対
象
と
し
た
御
尋
物
の
儀
が
成
立
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
み
た
い
。
大
祓
と
異
な
る
御
器
物
儀
の
最
大
の
特
徴
と
は
、
天
皇
の
体
を
量
っ
て
作

製
さ
れ
る
と
観
念
さ
れ
た
「
荒
世
・
和
世
御
服
」
を
用
い
る
こ
と
や
壼
の
内
に
息
を
吹
き
込
む
な
ど
天
皇
と
密
接
に
関
係
す
る
所
作
が
存
在
す

る
こ
と
だ
が
、
『
神
祇
令
騒
大
祓
条
に
見
え
る
天
皇
の
大
祓
儀
が
こ
れ
ら
の
所
作
を
記
さ
ず
、
儀
式
次
第
を
見
て
も
、
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
御
垂
物
儀
全
体
の
流
れ
中
で
不
調
和
な
感
が
あ
り
、
後
の
あ
る
時
点
で
付
加
さ
れ
た
所
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
所

作
が
も
と
も
と
の
大
祓
の
天
皇
儀
に
付
加
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
が
、
そ
れ
を
推
測
す
る
上
で
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

諸
祭
祀
の
始
源
を
記
し
た
神
祇
官
勘
文
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
～
御
賊
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
こ

　
　
旧
記
云
、
虫
弘
仁
五
年
六
月
、
十
二
聖
体
不
預
い
同
月
七
日
己
丑
、
行
二
御
賦
物
↓
其
後
毎
年
六
月
十
二
月
従
一
一
日
一
至
二
干
八
ヶ
日
い
御
巫
行
事
、
毎
臼

　
　
供
奉
。
伍
謂
二
御
購
　
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
れ
は
、
六
月
と
～
二
月
の
一
日
か
ら
八
日
に
神
今
食
に
関
係
し
て
行
な
わ
れ
る
御
腰
祭
の
始
源
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
御
順
祭
の
中
心
は

『
建
武
年
中
行
事
』
が
「
四
の
か
は
ら
け
を
、
御
ゆ
び
し
て
、
う
へ
に
は
り
た
る
紙
に
あ
な
を
あ
け
て
、
謡
い
き
を
い
る
・
也
」
と
記
す
よ
う

に
「
か
は
ら
け
」
の
中
に
息
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
祓
日
の
御
謡
物
に
お
い
て
壷
の
内
に
息
を
吹
き
込
む
の
と
同
じ
所
作
で

あ
る
。
御
腰
物
の
特
徴
で
あ
る
天
皇
個
人
と
関
係
し
た
儀
が
、
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
御
賊
祭
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
重
服
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や
壼
を
用
い
た
儀
が
大
祓
の
天
皇
儀
に
付
加
さ
れ
、
百
官
の
大
祓
か
ら
天
皇
の
み
を
対
象
と
し
た
御
腰
物
が
明
確
に
区
別
さ
れ
た
時
期
を
こ
の

前
後
に
求
め
る
こ
と
は
適
当
で
あ
ろ
う
。
御
腰
物
の
儀
は
、
天
皇
と
密
接
に
関
係
す
る
と
い
う
点
で
別
建
幣
や
神
今
食
の
性
質
と
類
似
し
、
弘

仁
年
間
は
そ
れ
ま
で
天
皇
・
百
官
・
諸
国
が
一
体
性
を
持
っ
て
行
な
う
こ
と
に
意
義
の
あ
っ
た
律
令
祭
祀
か
ら
、
天
皇
の
み
が
行
な
う
祭
祀
儀

礼
が
成
立
し
て
い
く
時
期
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
岡
田
荘
司
は
、
太
政
官
機
構
の
再
構
成
、
と
り
わ
け
内
廷
的
機
関
の
充
実
・
拡
充
の
も
と
、
弘
仁
年
間
に
整
備
さ
れ
る
賀
茂
祭
を
始
め
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
天
皇
個
人
祭
祀
の
要
素
が
濃
厚
な
祭
肥
が
成
立
し
て
い
く
と
述
べ
る
。
岡
田
が
述
べ
た
太
政
宮
機
構
の
再
構
成
と
は
、
筆
者
な
り
に
換
言
す

れ
ば
八
世
紀
末
の
次
侍
従
制
の
成
立
と
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
侍
従
的
要
素
を
持
っ
た
公
卿
制
の
確
立
に
起
因
す
る
変
化
で
あ
り
、
そ
の
中
で

天
皇
と
百
官
と
が
完
全
に
分
離
さ
れ
、
公
卿
を
始
め
と
し
た
上
級
階
層
も
天
皇
に
対
し
て
よ
り
近
侍
す
る
も
の
と
し
て
百
官
か
ら
分
離
さ
れ
た
。

そ
し
て
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
天
皇
の
個
人
的
側
面
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
祭
祀
を
運
営
し
得
る
組
織
が
成
立
し
、
別
三
豊
や
神
今
食
・
賀

茂
祭
以
下
の
神
祇
祭
祀
が
成
立
・
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
祭
祀
を
含
む
宗
教
的
側
面
の
み
か
ら
窺
え
る
の
で
は
な
く
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

治
の
場
に
お
い
て
も
弘
仁
年
間
に
公
卿
が
天
皇
の
近
く
に
入
り
込
む
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
弘
仁
年
間
は
律
令
天
皇
制
そ
の
も
の
に
大
き

な
展
開
の
あ
っ
た
時
期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
別
貢
幣
と
異
な
る
面
も
存
在
し
、
そ
の
一
つ
は
閑
司
奏
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ

　
る
。
神
今
食
に
お
け
る
親
王
以
下
の
奉
仕
は
比
較
的
新
し
く
、
そ
れ
ま
で
は
掃
部

　
寮
官
人
ら
に
よ
っ
て
御
山
等
が
運
び
込
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
黙
止
奏
は
そ
の

　
時
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

②
『
西
宮
記
隔
六
月
神
今
食
裏
書
所
引

③
熊
谷
保
孝
「
律
令
国
家
と
祈
年
・
月
次
・
新
嘗
祭
」
（
『
政
治
経
済
史
学
輪
三
四

　
四
　
一
九
九
五
年
）

④
魍
神
紙
照
臨
大
祓
条
の
前
半
部
分
が
天
皇
の
儀
に
相
下
し
、
国
忌
に
つ
い
て
も

　
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
皇
斎
食
の
存
在
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
古
瀬
奈

　
津
子
「
「
国
忌
」
の
行
事
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
輪
吉
川
弘
文
館

　
一
九
九
八
年
　
初
出
一
九
九
一
年
）

⑤
儀
式
書
が
記
す
事
蹟
物
は
「
御
麻
儀
」
と
「
御
蹟
儀
」
の
二
つ
に
大
別
で
き
る

　
が
、
御
服
や
壼
を
用
い
た
儀
は
文
部
の
横
刀
奉
上
と
と
も
に
「
御
瞭
儀
」
に
含
ま

　
れ
る
。
「
御
麻
儀
扁
が
単
一
な
儀
か
ら
成
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
門
御
蹟
儀
」
は

　
雑
多
な
も
の
で
あ
り
、
『
神
舐
令
臨
で
は
御
書
と
横
越
奉
上
の
二
つ
の
儀
か
ら
成

　
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
御
服
や
壺
な
ど
の
雑
多
な
儀
は
後
に
な
っ
て
付
加

　
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
御
蔓
物
に
お
け
る
御
服
の

　
儀
に
つ
い
て
は
、
安
江
和
宣
「
節
折
に
於
け
る
御
衣
と
旗
祓
」
（
隅
皇
学
館
大
学
紀
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要
隔
二
一
　
　
九
△
二
年
）
、
儀
式
次
第
全
般
に
関
し
て
は
、
野
口
闘
「
御
照
物

に
つ
い
て
」
（
『
延
喜
式
研
究
』
五
　
一
九
九
一
年
）
、
「
盛
期
儀
と
そ
の
起
源
」

（
虎
尾
俊
哉
編
糊
律
令
国
家
の
政
務
と
儀
礼
隔
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
五
年
）
等

の
研
究
が
あ
り
、
大
祓
儀
に
つ
い
て
は
使
用
さ
れ
る
祭
配
具
と
い
う
視
点
か
ら
、

北
田
裕
行
「
古
代
都
城
に
お
け
る
井
戸
祭
祀
」
（
『
考
古
学
研
究
腕
四
七
i
一
　
二

〇
〇
〇
年
）
が
注
目
す
べ
き
見
解
を
呈
し
て
い
る
。

⑥
『
平
安
遺
文
』
巻
～
〇
四
九
〇
五
号
文
書

⑦
岡
田
荘
罵
『
大
懲
の
祭
り
』
（
学
生
社
一
九
九
〇
年
一
五
二
頁
）

⑧
隅
田
荘
司
前
掲
第
～
章
①
論
文

⑨
橋
本
義
則
「
「
外
記
政
扁
の
成
立
」
（
唖
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
睡
塙
書
房

　
九
九
五
年
　
初
出
一
九
八
一
年
）

一
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
荷
前
別
貢
幣
の
儀
式
次
第
の
考
察
を
行
な
い
、
そ
れ
を
遡
及
さ
せ
る
形
で
あ
ら
た
め
て
成
立
時
期
を
特
定
し
、
別
神
言
の
成
立
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

歴
史
的
に
意
味
付
け
る
試
み
を
行
な
っ
た
。
山
陵
祭
祀
は
八
世
紀
末
に
吉
凶
観
念
の
肥
大
か
ら
土
師
氏
が
関
与
し
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝

統
的
な
祭
祀
形
態
の
基
盤
が
弱
く
な
り
、
治
部
省
・
諸
陵
寮
が
管
掌
す
る
常
幣
が
制
度
的
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
嵯
峨
自
身
に
お
け
る
山
陵

の
重
視
も
藩
侯
っ
て
、
弘
仁
初
年
に
別
貢
幣
と
い
う
別
の
祭
祀
形
態
が
付
加
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
別
貢
幣
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
他
の
祭
祀

に
お
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
別
貢
幣
に
お
い
て
極
め
て
明
確
で
あ
っ
た
の
は
、
伝
統
的
な
祭
祀
形
態
の
基

盤
が
す
で
に
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
と
、
山
陵
祭
祀
が
本
来
的
に
天
皇
個
人
と
関
係
の
深
い
祖
先
祭
祀
で
、
「
天
皇
親
祭
の
儀
式
形
態
」
を
成
立

さ
せ
易
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
別
面
幣
の
儀
式
次
第
の
成
立
は
弘
仁
年
間
に
お
け
る
律
令
天
皇
制
の
展
開
の
一
環
と
し
て
捉
え

る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
本
稿
が
指
摘
し
得
る
弘
仁
年
間
に
お
け
る
律
令
天
皇
制
の
展
開
と
は
、
天
皇
が
百
官
か
ら
明
確
に
分
離
し
、
同
時
に
百
官
と
区
別
さ
れ
た
公

卿
制
が
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
祭
祀
の
側
面
で
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
祭
祀
的
一
体
性
を
目
的
と
し
た
律
令
祭
祀
か
ら
、
天
皇

の
個
人
的
側
面
が
強
い
天
皇
の
み
が
行
な
い
得
る
祭
祀
、
あ
る
い
は
天
皇
の
み
を
対
象
と
し
た
祭
祀
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程

で
神
祇
官
や
諸
陵
寮
と
い
っ
た
祭
祀
専
門
機
関
が
主
催
す
る
祭
祀
か
ら
、
太
政
官
が
主
体
と
な
る
祭
祀
が
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
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背
景
に
は
公
卿
が
侍
従
的
要
素
を
持
ち
天
皇
の
意
志
を
忠
実
に
果
た
す
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
百
官
か
ら
分
離
さ
れ
た
公
卿

が
生
ま
れ
、
公
卿
が
主
体
性
を
持
っ
て
天
皇
祭
祀
に
奉
仕
す
る
、
荷
前
別
貢
幣
の
よ
う
な
祭
祀
形
態
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
大
き
な
観
点
か
ら
展
望
を
示
し
て
お
き
た
い
。
服
藤
が
い
う
よ
う
に
、
荷
前
別
貢
幣
は
父
系
直

系
的
な
家
の
成
立
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
家
的
な
祖
先
祭
祀
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
平
安
初
期
の
大
き
な
変
化

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
天
皇
は
、
他
の
諸
権
門
よ
り
も
早
く
九
世
紀
前
葉
の
段
階
で
家
的
な
祖
先
祭
祀
を
成
立
さ
せ
、
ま
た
、
さ
ら
に
蔵
人
や

公
卿
等
の
関
与
の
も
と
前
に
見
た
よ
う
な
神
祇
祭
祀
の
他
に
も
、
灌
仏
・
仏
名
会
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
内
裏
内
仏
事
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
。

平
安
初
期
は
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
家
的
な
祭
祀
・
仏
事
が
成
立
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
摂
関
・
院
政
期
に
は
、
摂
関
や
院
が

各
々
の
家
政
機
関
・
家
産
機
構
を
整
備
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
個
人
的
側
面
に
左
右
さ
れ
る
祭
祀
や
仏
事
を
家
的
行
事
と
し
て
華
や
か
に
行
な
う

よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
平
安
初
期
の
変
化
を
天
皇
家
の
行
事
を
運
営
す
る
家
的
組
織
－
家
政
機
関
・
家

産
機
構
1
一
の
成
立
と
結
び
付
け
て
捉
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
天
皇
の
私
的
機
関
と
し
て
九
世
紀
初
頭
に
成
立
す
る
蔵
人
制
に
つ
い
て
の
考
察
は

今
後
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
考
察
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
筆
者
は
平
安
初
期
を
天
皇
家
の
家
的
組
織
が

成
立
し
、
整
備
さ
れ
て
い
く
時
期
と
見
る
。
次
侍
従
制
の
成
立
・
公
卿
制
の
確
立
の
上
に
平
安
初
期
の
律
令
天
皇
制
の
展
開
は
意
味
付
け
ら
れ
、

そ
れ
ら
を
天
皇
と
よ
り
近
し
い
関
係
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
他
の
い
か
な
る
権
門
勢
家
よ
り
も
大
き
く
強
力
な
家
政
機
関
を
有
す
る
天
皇
家

が
確
立
し
て
い
く
基
盤
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
①
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The　lnstitution　of　the　Mausolea　Ritua1，．〈わ5σ々∫βθ嫉莇θ∫荷前別貢幣

by

YOSHIE　Takashi

　　Nosalei∂θ嫉δ履荷前別貢幣was　a　ritual，　held　every　December，　in　which　oRe

delivered　offerings　to　the　mausolea　that　were　closely　related　to　the　reigning

emperor．　It　was　characteriZed　by　the　dispatching　o挽㎎yδ公∬郎andブ卵二二侍

従・次侍従who　were　in　the　emperor’s　attendance．　Through　the　examination　of

the　ceremony　of　dispatchng，　it　became　clear　that　in　the　ritual，　in　which　the

emperor’s　act　took　precedeace，　theん㎎yδ公卿also　served　as　aグ醐侍従．　The

ん㎎yδ公卿，dispatched　to　the　mausolea，　carried　out　the　ceremony　in　accordance

witlt　the　information　he　ltad　ga£hered　by　himself　and　on　his　own　judgment．　He

also　gave　a　dinner　or　m肋禄to　other　members　in　his　party，　and　therefore　the

leugy6公卿was　in　the　sponsor’s　position．　From　this　poilt　of　View，　the　time　of

the　institut三〇n　of　nosalei　belele∂hei　Ptl前二二幣was　probably　early　in　the左∂η勿弘仁

Era（810－824）．　The　K6nin弘仁Era　was　a　period，　in　which　a　rituai　reflecting

emperor’s　strong　individual　side　came　into　existence　from　aη噸 ｹソδ律令ritual

w麺ch　was　characteriZed　by　the　uniformity　of　i亡s　performance．　Co㎜ec血g　the

institution　ofηosα勧わθ触δ履荷前別丁幣With　the　development　of　the　rt’伽ηδ

emperor’s　system律令天皇制is　important．　At　the　beginning　of　the　Heian平安

Period，　the　r・ituirvδ　emperor’s　system　律：令天皇制　developed　against　the

background　of　the　estabHshment　oRhe疹城system次侍従制and　feugy6　system

公卿制，and　at掘s　time　the　emperor　maintained　a　strong　and　large　organization

which　could　make　the　performance　of　farnilial　ceremonies　possible，　earlier　than　any

other　powerfUl　famiiy，　kenmon　Ue門．　By　doing掘s，邦osα雇∂θ勲δ履荷雨下刀工

was　established．

（164）




